
中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）

―
―
七
十
五
巻
本
・
十
二
巻
本
・
梵
清
本
に
つ
い
て
―
―

秋
　
津
　
秀
　
彰

三
、 

七
十
五
巻
本
・
十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』

　

本
稿
で
は
、
前
稿
「
中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
と
伝
播

及
び
諸
問
題
（
一
）
―
六
十
巻
本
・
二
十
八
巻
本
に
つ
い
て
―
」（『
駒

澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
四
十
九
号
、
二
〇
一
八
年
十
月
。
以
下
、

〈
一
〉）
に
引
き
続
き
、
七
十
五
巻
本
・
十
二
巻
本
及
び
そ
の
他
に
つ
い

て
論
じ
て
い
く（
１
）。

　

七
十
五
巻
本
系
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
で
も
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
、

『
正
法
眼
蔵
聞
書
抄
』（
以
下
、『
聞
書
抄
』）
が
あ
る
。『
聞
書
抄
』
に

つ
い
て
は
、
河
村
孝
道
氏
が
『
永
平
正
法
眼
蔵
蒐
書
大
成
』
十
四
（
大

修
館
書
店
、
一
九
七
六
年
八
月
。
以
下
、『
大
成
』）
解
題
一
「
泉
福
寺

本
『
正
法
眼
蔵
聞
書
抄
』
に
つ
い
て
―
経
豪
真
筆
本
の
真
偽
を
遶
っ
て

―
」及
び『
正
法
眼
蔵
の
成
立
史
的
研
究
』（
春
秋
社
、一
九
八
七
年
二
月
。

以
下
、『
河
村
書
』）
附
篇
第
一
章
「『
正
法
眼
蔵
聞
書
抄
』
の
考
察
―

経
豪
真
蹟
本
の
真
偽
の
決
着
―
」
に
お
い
て
、
泉
福
寺
本
（
大
分
県
国

東
市
）『
正
法
眼
蔵
聞
書
抄
』
が
、
寺
伝
の
よ
う
に
、
経
豪
真
筆
本
で

は
な
く
、

泉
福
寺
輪
董
第
百
十
三
世
直
如　

超
（
泉
福
寺
五
院
の
帝
釈
寺
六

世
・
文
亀
三
年
（
一
五
〇
三
年
）
七
月
廿
九
日
寂
）
が
、
文
亀
年

間（
一
五
〇
一
〜
一
五
〇
三
）、泉
福
寺
輪
住
が
無
雑
派
の
時
代
か
、

又
は
そ
の
本
山
輪
住
の
永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
に
至
る
時
点
で
、

本
山
開
祖
真
前
に
裏
打
し
て
寄
附
し
た
も
の
で
あ
る
。（『
河
村
書
』

六
九
九
頁
）

と
結
論
づ
け
、
更
に
当
時
発
見
さ
れ
て
い
た
主
要
写
本
に
つ
い
て
も
解

説
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
内
舜
雄
氏
の
『
正
法
眼
蔵
聞
書
抄
の
研
究
』

一
〜
七
（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
八
〜
一
九
九
六
年
）
の
、
特
に
第
一
冊

に
収
録
さ
れ
た
「
序
論 

問
題
の
所
在
」
に
お
い
て
は
、
天
台
の
用
語

と
し
て
「
聞
書
」・「
抄
」
等
の
語
を
解
説
・
分
析
し
た
り
、
諸
先
行
研

究
を
整
理
し
た
り
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
重
要
な
指
摘
も
見
ら
れ
る
。

一
四
七

駒
澤
大
学
佛
教
學
部
論
集
　
第
五
十
號
　
令
和
元
年
十
月



　

そ
し
て
こ
れ
ら
に
依
る
限
り
は
、
泉
福
寺
以
外
に
『
聞
書
抄
』
が

初
め
て
所
蔵
さ
れ
た
の
は
、
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
に
永
平
寺

（
福
井
県
吉
田
郡
永
平
寺
町
）
に
献
納
さ
れ
た
、
眉
山
道
庸
（
？
〜

一
七
五
六
）
書
写
本（
２
）（『
正
法
眼
蔵
影
室
』）
で
あ
る
の
で
、
泉
福
寺
外

に
『
聞
書
抄
』
が
伝
播
し
た
の
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
か
ら
、
中
世
に
お
け
る
『
聞
書
抄
』
の
書
写
は
、
直

如
に
よ
る
現
存
泉
福
寺
本
の
み
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

そ
も
そ
も
、
中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
参
究
に
基
づ
く
宗
旨

の
宣
揚
は
、（
一
）
で
述
べ
た
義
雲
（
一
二
五
三
〜
一
三
三
三
）
の
『
正

法
眼
蔵
品
目
頌
』（
以
下
、『
品
目
頌
』）
及
び
『
聞
書
抄
』
の
み
で
あ
り
、

ま
た
当
時
著
さ
れ
た
諸
文
献
へ
の
引
用
状
況
等
か
ら
も
、
中
世
曹
洞
宗

学
に
対
す
る
仮
字
『
正
法
眼
蔵
』
の
影
響
力
は
殆
ど
な
か
っ
た
と
考
え

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
従
来
こ
の
時
代
を
表
現
す
る

言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
中
世
暗
黒
時
代
」
と
い
う
語
は
、『
正
法

眼
蔵
』
等
の
道
元
禅
師
著
作
を
通
じ
て
宗
旨
を
把
握
す
る
の
が
主
流
と

な
っ
た
、
江
戸
宗
学
・
近
世
宗
学
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
適
切
な
語
で
あ

る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
中
世
に
お
い
て
は
確
か

な
宗
学
の
営
み
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
石
川
力
山
氏
を
は
じ
め
、
安
藤
嘉

則
氏
、
飯
塚
大
展
氏
等
に
依
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
本
稿
で
は
『
聞
書
抄
』
に
つ
い
て
は
諸
先
行
研
究
に
譲
る
こ

と
と
し
、
七
十
五
巻
本
・
十
二
巻
本
等
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
及
び

伝
播
の
動
向
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　
（
一
）
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
応
永
年
間
（
一
三
九
四
〜
一
四
二
八
）

に
は
多
く
の
書
写
が
な
さ
れ
、
永
平
寺
に
お
い
て
は
、
六
十
巻
本
・「
秘

密
正
法
眼
蔵
」の
書
写
が
行
わ
れ
た
。そ
れ
と
並
行
し
て
、七
十
五
巻
本
・

十
二
巻
本
も
、永
光
寺
・
總
持
寺
・
仏
陀
寺
等
の
、瑩
山
禅
師
（
一
二
六
四

〜
一
三
二
五
）
及
び
そ
の
直
弟
子
が
開
い
た
各
寺
に
お
い
て
書
写
が
な

さ
れ
た
。
ま
た
、
永
光
寺
に
始
ま
る
輪
住
制
を
採
用
し
て
い
る
寺
院
に

お
い
て
書
写
が
行
わ
れ
た
の
も
特
筆
さ
れ
る
べ
き
事
項
で
あ
り
、
教
団

の
拡
大
と
い
う
点
と
共
に
、
七
十
五
巻
本
が
各
地
に
伝
播
し
て
い
く
過

程
に
お
い
て
、
輪
住
制
の
果
た
し
た
役
割
は
非
常
に
大
き
な
も
の
が
あ

る
。

　

そ
し
て
法
系
と
い
う
面
か
ら
見
る
と
、（
一
）
で
は
、
永
平
寺
に
お

い
て
、
義
雲
門
下
の
、
所
謂
寂
円
派
の
人
物
に
よ
っ
て
六
十
巻
本
が
複

数
回
書
写
さ
れ
、
ま
た
六
十
巻
本
を
補
う
も
の
と
し
て
「
秘
密
正
法
眼

蔵
」
が
成
立
し
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
更
に
永
平
寺
外
に
お
い
て

は
、
通
幻
寂
霊
（
一
三
二
二
〜
一
三
九
一
）・
石
屋
真
梁
（
一
三
四
五

〜
一
四
二
三
）
下
の
人
物
が
主
に
六
十
巻
本
の
伝
来
を
担
い
、
中
国
・

四
国
地
方
に
お
い
て
書
写
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
七
十
五
巻
本
・
十
二
巻
本
は
、
永
光
寺
に
お
い
て

は
明
峰
素
哲
（
一
二
七
六
〜
一
三
五
〇
）
下
、
總
持
寺
に
お
い
て
は

太
源
宗
真
（
？
〜
一
三
七
一
）
下
、
及
び
大
徹
宗
令
（
一
三
三
三
〜

一
四
〇
八
）
下
の
人
物
が
書
写
を
行
っ
た
。

　

こ
の
時
代
に
書
写
さ
れ
た
七
十
五
巻
本
に
は
、
正
慶
二
年

一
四
八

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



（
一
三
三
三
）
に
「
通
源
」
が
書
写
し
た
、ま
た
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）

に
大
林
寺
に
お
い
て
書
写
し
た
、
と
い
う
旨
の
識
語
が
見
え
る
場
合
が

多
い
。
こ
の
通
源
本
・
大
林
寺
本
が
、
乾
坤
院
本
・
龍
門
寺
本
の
書
写

原
本
で
あ
り
、
現
存
す
る
七
十
五
巻
本
の
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ

て
い
く
。

　

本
稿
で
は
こ
の
流
れ
を
、
厳
密
な
時
代
順
で
は
な
く
、
先
に
永
光
寺

周
辺
に
お
け
る
動
向
と
、
太
容
梵
清
（
一
三
七
八
〜
一
四
三
九
頃
）
の

謄
写
活
動
に
つ
い
て
論
述
す
る
。
そ
し
て
次
稿
に
お
い
て
、
通
源
本
・

大
林
寺
本
の
各
地
域
へ
の
展
開
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
く
形
と
す
る
。

合
わ
せ
て
、
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
所
見
を
述
べ
て
い

き
た
い
。

（
１
）
永
光
寺
周
辺
に
お
け
る
動
向

　

ま
ず
、永
光
寺
（
石
川
県
羽
咋
市
）
周
辺
に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て
、

そ
の
所
蔵
資
料
か
ら
検
討
し
て
い
く
。現
在
永
光
寺
に
所
蔵
さ
れ
る『
正

法
眼
蔵
』
の
写
本
は
、
道
元
禅
師
真
筆
「
嗣
書
」
巻
断
簡
、
七
十
五
巻

本
の
端
本
二
冊
、
十
二
巻
本
の
完
本
一
冊
、
十
二
巻
本
の
端
本
一
冊
、

卍
山
本
系
の
端
本
二
冊
で
あ
る（
３
）。
本
稿
で
は
、
七
十
五
巻
本
・
十
二
巻

本
に
つ
い
て
順
に
確
認
す
る
。

　

永
光
寺
二
十
五
世
要
綱
徳
宗
は
、
応
永
三
年
（
一
三
九
六
）
十
月

二
十
三
日
に
、能
州
高
畠
庄（
４
）（
石
川
県
鹿
島
郡
中
能
登
町
）
永
得
寺
（
現

廃
寺
）に
て
七
十
五
巻
本
を
書
写
し
て
い
る
。
そ
れ
を
祥
在（
一
四
〇
四

〜
？
）
が
、
永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
一
月
二
十
日
か
ら
七
月
二
日

に
か
け
て
、
紹
灯
庵
（
永
光
寺
の
明
峰
の
塔
頭
）
御
影
侍
者
寮
の
正
本

に
よ
っ
て
書
写
し
た
本
が
永
光
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る（
端
本
、『
大
成
』

続
輯
三
〈
附
録
二
〉
所
収
）。
そ
の
識
語
を
挙
げ
て
お
く
と
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

彼
本
奥
書
云
、
于
時
応
永
三
年
丙
子
十
月
廿
三
日
、
能
州
高（
畠
ヵ
）
鼻
庄

永
得
寺
書
写
功
畢
。
法
孫
比
丘
徳
宗
拝
書
。

此
正
本
申
出
於
紹
灯
庵
御
影
侍
者
寮
写
畢
。
爾
時
永
享
十
一
季
正

月
廿
日
書
始
、
同
七
月
二
白
書
終
。
伏
願
、
世
々
良
結
縁
、
頓
証

諸
仏
無
上
道
。
永
平
之
雲
孫
小
新
戒
比
丘
祥
在
拝
書
生三
年十

四
才

。

（『
大
成
』
続
輯
三
・
七
七
八
頁
、
句
読
点
筆
者
、
以
下
略
）

　

高
畠
庄
の
所
在
し
た
と
さ
れ
る
石
川
県
鹿
島
郡
中
能
登
町
は
、
永
光

寺
が
所
在
す
る
羽
咋
市
と
、
次
稿
で
述
べ
る
龍
門
寺
が
所
在
す
る
七
尾

市
の
中
間
に
位
置
し
て
お
り
、
後
に
近
隣
地
に
永
光
寺
が
土
地
を
取
得

し
た
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
こ
の
地
域
は
永
光
寺
の
影
響
下
に
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
永
得
寺
は
永
光
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
可
能
性

も
推
定
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
永
安
寺
衣
鉢
閣
下
に
お
い
て
、
応
永
二
十
七
年
四
月
上
旬
に

十
二
巻
本
が
書
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
文
安
三
年
（
一
四
四
六
）
三

月
八
日
に
、
能
州
蔵
見
保（
５
）（
石
川
県
珠
洲
市
）
の
薬
師
堂
に
て
再
写
し

た
本
が
、
現
存
す
る
永
光
寺
十
二
巻
本
の
完
本
で
あ
る
（『
大
成
』
一

一
四
九

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



所
収
）。
そ
の
識
語
も
挙
げ
て
お
く
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

彼
本
奥
書
曰
、
建
長
五
年
正
月
六
日
書
永
平
寺
。
今
応
永
廿
七
年

稔
孟
夏
上
旬
日
、
於
永
安
精
舎
衣
鉢
閣
下
拝
書
之
。

于
時
文
安
三
年
三
月
八
日
、
能
州
蔵
見
保
於
薬
師
堂
書
之
。
之
意

趣
者
、
以
此
良
結
縁
、
生
々
世
々
、
見
仏
開
法
、
出
家
得
道
、
供

養
三
宝
、
済
度
衆
生
、
成
等
正
覚
。
永
平
末
流
小
新
戒
比
丘
。

（『
大
成
』
一
・
八
七
二
頁
）

　
「
永
安
寺
」
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
峨
山
韶
磧
（
一
二
七
五
〜

一
三
六
六
）
の
孫
弟
子
に
当
た
る
、
瑞
雲
恵
俊
（
？
〜
一
四
〇
〇
）
を

開
山
と
す
る
越
中
永
安
寺（
富
山
県
高
岡
市
、自
得
寺〈
富
山
県
富
山
市
〉

末
）
説
、『
義
介
喪
記
』
に
「
永
安
寺
懐
暉
」（『
続
曹
洞
宗
全
書
』
清
規
・

一
頁
）
と
あ
り
、ま
た
『
三
大
尊
行
状
記
』
の
義
介
伝
に
「
付
法
弟
子
、

紹
瑾
、
宗
円
、
懐
暉
」（『
曹
洞
宗
全
書
』
史
伝
上
・
一
八
〜
一
九
頁
）

と
見
え
る
永
安
寺
を
指
す
と
す
る
説
（
以
上
『
大
成
』
一
・
例
言
七
頁
）、

明
峰
下
の
玄
路
統
玄
（
？
〜
一
三
八
八
）
を
開
山
と
す
る
加
賀
永
安
寺

（
現
廃
寺
）
説
（
広
瀬
良
弘
『
禅
宗
地
方
展
開
史
の
研
究
』、吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
八
年
十
二
月
、
五
四
三
頁
。
以
下
、『
広
瀬
書
』）
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
の
内
、越
中
永
安
寺
説
が
一
番
可
能
性
が
低
い
と
思
わ
れ
る
が
、

残
り
の
二
者
は
甲
乙
つ
け
難
く
、
現
時
点
に
お
い
て
は
特
定
は
困
難
で

あ
る
。

　

ま
た
「
能
州
蔵
見
保
」
に
は
、
總
持
寺
（
当
時
石
川
県
輪
島
市
）
直

末
の
長
徳
寺
が
存
し
、
そ
こ
に
一
定
程
度
の
所
領
を
有
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
次
稿
で
述
べ
る
興
徳
寺
等
と
共
に
、
總
持
寺
が

能
登
半
島
へ
教
線
を
拡
大
し
て
い
く
に
当
た
っ
て
の
地
域
的
拠
点
の
一

つ
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
珠
洲
岬
に
位
置
し
て
お
り
、

永
光
寺
か
ら
は
距
離
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
總
持
寺
の
影
響
力

の
強
い
地
域
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
た
め
、
元
来
十
二
巻
本
は
、
永
光
寺
や
永
安
寺
等
の
明
峰
派
の

寺
院
の
み
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
總
持
寺
等
の
峨
山
派
の

寺
院
、
少
な
く
と
も
能
登
半
島
や
そ
の
周
辺
に
は
一
定
程
度
伝
播
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
書
写
・
伝
播
し
て
い
く
過

程
で
、
そ
の
中
の
二
本
が
永
光
寺
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

十
二
巻
本
は
、
二
十
八
巻
本
（「
秘
密
正
法
眼
蔵
」）
所
収
本
に
記
載

さ
れ
る
列
次
番
号
か
ら
、
か
つ
て
は
永
平
寺
に
も
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
「
八
大
人
覚
」
巻
の
懐
奘
（
一
一
九
八
〜
一
二
八
〇
）
の
識
語

か
ら
、存
在
そ
の
も
の
は
想
定
さ
れ
て
い
た
。し
か
し
、各
寺
に
お
い
て
、

い
か
な
る
事
情
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
こ
こ
で
は
置
く
が
、
十
二
巻
本

が
失
わ
れ
、
ま
た
寺
院
そ
の
も
の
も
廃
寺
と
な
っ
て
い
く
中
で
、
永
光

寺
本
の
み
が
現
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

永
光
寺
所
蔵
十
二
巻
本
の
識
語
は
二
つ
の
み
で
、
前
掲
の
も
の
と
、

後
述
の
「
此
四
馬
〜
」
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、六
十
巻
本
及
び
「
秘

密
正
法
眼
蔵
」
所
収
本
に
よ
っ
て
そ
の
識
語
の
大
半
を
補
う
こ
と
が
で

き
、
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
そ
の
七
巻
に
「
以
御
草
案
本
書
写
」
の
よ
う

な
趣
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
書
が
「
新
草
」
と
し
て

一
五
〇

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



の
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
表
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
（『
河
村
書
』
五
二
七
〜
五
二
九
頁
）。

　

な
お
永
光
寺
に
は
、
無
識
語
の
七
十
五
巻
本
の
端
本
（『
大
成
』
続

輯
三
〈
附
録
一
〉
所
収
）、十
二
巻
本
の
端
本
（
同
前
〈
附
録
三
〉
所
収
）

も
一
本
ず
つ
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
、
十
二
巻
本
完
本
と
の
関

係
に
つ
い
て
略
述
し
て
お
く
と
、ま
ず
、七
十
五
巻
本
（
無
識
語
本
）
は
、

十
二
巻
本
完
本
と
同
一
の
筆
跡
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り（『
大

成
』
続
輯
三
、
例
言
・
解
題
）、
両
者
共
に
「
永
平
末
流
小
新
戒
比
丘
」

に
よ
る
書
写
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
つ
の
十
二
巻
本
の
比

較
可
能
な
部
分
を
検
討
す
る
と
、
す
る
と
、
端
本
の
十
二
巻
本
に
は
、

完
本
の
方
で
は
写
脱
し
た
と
考
え
ら
れ
る
文
章
が
、
特
に
「
三
時
業
」・

「
一
百
八
法
明
門
」
巻
に
数
箇
所
確
認
で
き
、
こ
ち
ら
の
方
が
善
本
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
も
多
い（
６
）。
そ
の
た
め
、
両
者
の
十
二
巻
本
の

関
係
は
、
完
本
の
写
し
が
端
本
な
の
で
は
な
く
、
両
者
共
に
書
写
原
本

か
ら
の
写
し
で
あ
り
、
そ
の
書
写
の
精
度
の
問
題
と
見
る
か
、
あ
る
い

は
両
者
の
書
写
原
本
が
同
一
か
ど
う
か
は
確
定
で
き
な
い
の
で
、
そ
の

差
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、次
に
述
べ
る
識
語
の
問
題
か
ら
、

恐
ら
く
両
者
の
書
写
原
本
は
同
一
と
推
定
さ
れ
、
ま
た
そ
の
書
写
年
時

の
前
後
関
係
も
今
後
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
か
ね
て
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
点
と
し
て
、
十
二

巻
本
の
第
九
に
当
た
る
「
四
馬
」
巻
の
前
後
題
号
は
、「
正
法
眼

蔵
四
馬
第
三
十
九
」（『
大
成
』
一
・
八
五
七
、八
五
九
頁
、
続
輯
三
・

七
二
六
、七
二
八
頁
）
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
末
に
、

此
四
馬
永
平
寺
六
十
巻
正
法
眼
蔵
内
第
三
十
九
也

永
興
寺
十
二
巻
正
法
眼
蔵
第
九
巻
也

（『
大
成
』
一
・
八
五
九
頁
、
続
輯
三
・
七
二
八
頁
）

と
い
う
識
語
が
あ
り
、
こ
の
解
釈
を
巡
る
問
題
が
あ
る
。「
正
法
眼
蔵

四
馬
第
三
十
九
」
と
い
う
列
次
番
号
は
、
識
語
の
一
行
目
の
通
り
、

六
十
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
識
語
は
両
方
の
十
二

巻
本
に
見
ら
れ
る
の
で
、
両
者
の
書
写
原
本
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
推

定
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
識
語
は
、
遅
く
と
も
応
永
二
十
七
年
の
書
写

の
時
点
で
記
入
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
前
年
に
は
、
後
述

す
る
梵
清
本
の
書
写
が
行
わ
れ
、
か
つ
梵
清
は
『
正
法
眼
蔵
品
目
頌
』

と
共
に
、
永
平
寺
で
書
写
さ
れ
た
六
十
巻
本
全
巻
を
所
有
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
頃
に
は
永
平
寺
に
六
十
巻
本
が
所
蔵
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
拠
の
一
つ
で
あ
る
。

　

次
に
、
二
行
目
の
識
語
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
河
村
氏
は
、「
永

興
寺
十
二
巻
正
法
眼
蔵
」
の
「
永
興
寺
」
は
、「
永
光
寺
」
の
誤
記
で

あ
る
と
い
う
通
説
を
紹
介
し
つ
つ
、

仮
り
に
該
説
の
如
く
と
す
れ
ば
、
十
二
巻
本
の
原
本
は
古
く
よ
り

永
光
寺
に
存
在
し
、
こ
れ
が
謄
写
さ
れ
て
〝
能
州
永
安
寺
〞
に
所

蔵
さ
れ
、
更
に
文
安
三
年
に
〝
能
州
蔵
見
保
薬
師
堂
〞
に
於
い
て

再
写
さ
れ
て
永
光
寺
に
再
び
秘
蔵
さ
れ
る
と
い
う
奇
怪
な
経
緯
と

な
ろ
う
。〝
永
興
寺
〞
を
誤
記
と
見
ず
に
文
字
通
り
に
京
洛
に
於

一
五
一

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



け
る
詮
慧
・
経
豪
の
住
菴
所
を
指
す
も
の
と
看
取
し
え
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
特
に
詮
慧
は
京
洛
永
興
寺
よ
り
屡
々
永
平
寺
に
参
聞
し

て
は
禅
師
の
謦
咳
に
接
し
、ま
た
禅
師
の
療
養
入
洛
・
示
寂
に
至
っ

て
も
常
に
随
侍
し
て
い
た
人
で
あ
る
。
新
草
十
二
巻
本
は
懐
弉
一

人
の
知
る
所
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
七
十
五
巻
本
・
十
二
巻

本
以
前
の
最
初
に
六
十
巻
本
の
撰
述
が
あ
り
（「
日
本
印
度
学
仏

教
学
研
究
」
21
巻
２
号
）、
後
に
旧
草
・
新
草
の
整
理
撰
述
が
な

さ
れ
た
も
の
で
、
懐
弉
は
禅
師
の
滅
後
建
長
七
年
頃
に
浄
書
し
て

い
る
が
、
詮
慧
も
ま
た
十
二
巻
本
を
所
持
し
て
い
た
と
し
て
も
不

思
議
で
は
な
い
。
そ
し
て
更
に
憶
測
を
加
え
れ
ば
、
永
興
寺
の
没

落
（
南
北
朝
頃
。
一
設
に
兵
火
に
見
舞
わ
る
と
）
の
時
に
、
多
く

の
法
宝
（
高
祖
伝
来
の
芙
蓉
楷
祖
衣
そ
の
他
）
と
共
に
本
書
も
大

乗
寺
瑩
祖
に
呈
せ
ら
れ
た
と
も
考
え
得
る
。

（『
大
成
』
一
・
例
言
七
頁
）

と
し
、「
永
興
寺
」
を
京
都
の
永
興
寺
を
指
す
と
い
う
推
定
を
示
し

て
お
り
、
こ
れ
に
先
行
し
て
、
永
久
氏
も
同
趣
旨
の
説
を
主
張
し
て

い
る
（「
永
光
寺
十
二
巻
正
法
眼
蔵
に
就
い
て
」、『
道
元
思
想
大
系
』

五
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
五
年
九
月
、
一
三
四
〜
一
三
五
頁
、
初
出

一
九
三
六
年
）。

　

し
か
し
、瑩
山
禅
師
真
筆「
洞
谷
山
譲
状
」（
大
乗
寺〈
石
川
県
金
沢
市
〉

文
書
）
に
は
、

□（
附
与
洞
）

□
□
谷
全
座
於
素
哲
首
座
明
峰
老
。
霊
山
一
会
座
尚
□（
暖
）、
附
与

0

0

明
峰
永
興
繁

0

0

0

0

0

、
洞
谷
緑
松
緑
弥
奥
、
□（
雲
居
）□
懸
記
水
泓
湾
。

正
中
二
年
□（
仲
）秋
八
日

洞
谷
譲
附
、
紹
瑾
（
花
押
）

（『
瑩
山
禅
師
御
遺
墨
集
』、
大
本
山
總
持
寺
、
一
九
七
四
年
四
月
、

三
三
〜
三
五
折
、
欠
損
部
分
は
『
洞
谷
記
』〈『
諸
本
対
校
瑩
山
禅

師
『
洞
谷
記
』』、
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
七
月
、
翻
刻
七
〇
頁
〉

収
録
文
書
に
依
る
、
傍
点
筆
者
）

と
あ
り
、
瑩
山
禅
師
自
身
が
「
永
光
寺
」
を
「
永
興
寺
」
と
表
記
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
「
通
説
」
の
「
永
興
寺
」
に
つ
い
て
、
誤
記

で
は
な
く
異
称
と
見
れ
ば
、
か
な
り
の
説
得
力
が
あ
る
。
ま
た
、
少
な

く
と
も
七
十
五
巻
本
は
、
本
節
冒
頭
で
挙
げ
た
識
語
か
ら
、
応
永
三
年

以
前
よ
り
所
蔵
さ
れ
、
そ
れ
と
合
わ
せ
て
十
二
巻
本
も
保
管
さ
れ
て
い

た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
十
二
巻
本
は
能

登
半
島
各
地
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
現
存
本
の
最

終
帰
着
地
が
た
ま
た
ま
永
光
寺
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ

て
、
永
光
寺
に
は
現
存
本
と
は
別
の
十
二
巻
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
仮
説
の
解
明
に
向
け
て
、
さ
ら
な
る
研
究
が
必

要
で
あ
る
。

　

な
お
、
永
光
寺
に
現
存
す
る
本
の
内
、
十
二
巻
本
の
端
本
以
外
は
、

永
光
寺
四
九
三
世
博
道
嬾
広
（
？
〜
一
七
六
七
）
が
、
明
和
四
〜
五
年

に
か
け
て
修
補
し
て
い
る
。
ま
た
、
十
二
巻
本
の
完
本
第
一
冊
表
紙
見

返
し
に
は
「
積
應
」（『
大
成
』
一
・
八
一
一
頁
）、裏
見
返
し
に
は
「
■
財
」

一
五
二

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



の
黒
印
が
押
さ
れ
て
い
る（
７
）。「
■
」
と
し
た
部
分
は
、
綴
じ
込
ま
れ
て

し
ま
っ
て
お
り
確
認
で
き
な
い
が
、
そ
の
た
め
こ
の
印
は
、
明
和
の
修

補
以
前
に
押
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
印
が
本
書
の

伝
来
を
指
し
示
す
も
の
の
可
能
性
は
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
不
明
で
あ

り
、
こ
れ
も
今
後
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

　

十
二
巻
本
は
、
昭
和
二
年
に
、
孤
峰
智
璨
氏
が
永
光
寺
五
一
二
世
と

し
て
住
持
し
た
後
、
昭
和
五
年
に
そ
の
存
在
と
意
義
を
確
認
し
、
そ
の

研
究
を
委
託
さ
れ
た
永
久
岳
水
氏
が
、
昭
和
六
年
に
『
正
法
眼
蔵
註
解

新
集
』（
代
々
木
書
院
、
一
九
三
一
年
三
月
）
に
お
い
て
世
間
に
そ
の

概
要
と
「
一
百
八
法
明
門
」
巻
の
全
文
を
発
表
し
た
こ
と
で
注
目
さ
れ

る
に
至
っ
た
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
間
の
事
情
は
、
孤

峰
氏
の
「
正
法
眼
蔵
十
二
巻
本
に
つ
い
て
」（『
跳
龍
』
第
一
〇
七
号
、

一
九
五
五
年
十
月
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
平
成
に
入
る
直

前
に
、
袴
谷
憲
昭
氏
が
「
道
元
理
解
の
決
定
的
視
点
」（『
宗
学
研
究
』

第
二
十
八
号
、
一
九
八
六
年
三
月
、『
本
覚
思
想
批
判
』、
大
蔵
出
版
、

一
九
八
九
年
七
月
再
録
）
を
発
表
し
、
こ
の
論
争
の
過
程
で
、
十
二
巻

本
、
さ
ら
に
は
『
正
法
眼
蔵
』
編
輯
論
に
つ
い
て
の
研
究
も
ま
た
進
展

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
論
争
の
総
括
と
し
て
は
、袴
谷
憲
昭「
書

評　

松
本
史
朗
著
『
禅
思
想
の
批
判
的
研
究
』」（『
駒
澤
短
期
大
学
仏

教
論
集
』
第
一
号
、
一
九
九
五
年
十
月
、
七
九
〜
八
二
頁
）、
角
田
泰

隆
「
近
代
の
宗
学
論
争
」（
角
田
泰
隆
編
著
『
道
元
禅
師
研
究
に
お
け

る
諸
問
題
―
近
代
の
宗
学
論
争
を
中
心
と
し
て
―
』
第
一
部
、春
秋
社
、

二
〇
一
七
年
二
月
）
等
が
あ
る
。

（
２
）
太
容
梵
清
の
『
正
法
眼
蔵
』
書
写
活
動
と
諸
問
題

　

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
に
お
い
て
、
後
世
、
特
に
近

世
・
江
戸
期
の
宗
学
へ
の
影
響
が
最
も
大
き
か
っ
た
の
は
、
太
容
梵
清（
８
）

の
活
動
で
あ
る
。
梵
清
は
、
応
永
二
十
六
年
（
一
四
一
九
）
二
月
よ
り

十
二
月
に
か
け
て
、
加
賀
仏
陀
寺
（
石
川
県
能
美
市
仏
大
寺
町
、
現
廃

寺
）
に
お
い
て
八
十
四
巻
本
の
書
写
を
行
っ
た
。
こ
の
書
写
年
に
因
ん

で
、「
応
永
己
亥
本
」
等
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
梵
清
自
筆
本（
９
）は
、

現
在
も
徳
雲
寺
（
京
都
府
南
丹
市
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
（『
大
成
』

四
所
収
）、
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
の
火
災
で
大
部
分
を
焼
失
し

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
端
本
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
ど
、
一

つ
の
編
輯
体
系
を
ま
と
め
て
書
写
し
た
も
の
と
し
て
は
現
存
最
古
の
も

の
で
あ
り
、
そ
の
価
値
は
不
滅
の
も
の
で
あ
る
。

　

梵
清
は
『
正
法
眼
蔵
』
以
外
に
も
、『
瑩
山
清
規
』
等
の
他
の
宗
典）
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や
、

『
丹
霞
子
淳
禅
師
語
録
』
な
ど
の
曹
洞
宗
の
祖
師
の
語
録
等
、
多
く
の

典
籍
の
書
写
を
行
い
、
こ
れ
ら
は
「
梵
清
本
」
と
通
称
さ
れ
る
。
万
仞

道
坦（
一
六
九
八
〜
一
七
七
五
）は
、『
正
法
眼
蔵
品
例
』に
お
い
て
、「
一
、

梵
清
本
正
法
眼
蔵
八
十
四
巻　

大
（
マ
マ
）源
三
世
、
大
（
マ
マ
）容
梵
清
、
集
合
拾
遺
散

逸
大
成
、
秘
在
諸
方
、
多
則
此
本
也
」（『
大
成
』
二
十
二
・
三
八
一
頁
）

と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
写
本
が
現
存
し
、
近
世
・
江
戸
期
に

一
五
三

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
注
釈
書
に
お
い
て
も
参
照
さ
れ
て
い
る
場
合
が

多
い
こ
と
か
ら
、
近
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
参
究
の
標
準
的
資
料

の
一
つ
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
た
と
言
え
る
。

　

梵
清
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
意
義
は
、
七
十
五
巻
本
を
主
に
、
六
十
巻

本
に
し
か
な
い
九
巻
を
「
別
輯
」
と
し
て
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
中
世

に
お
い
て
は
最
も
多
く
の
巻
を
含
む
『
正
法
眼
蔵
』
を
編
輯
し
た
こ
と

と
、『
正
法
眼
蔵
綱
目
』（
以
下
、『
綱
目
』）
を
編
輯
し
た
こ
と
で
あ

る
。梵
清
本
と
同
様
の
編
輯
方
針
を
採
用
し
て
い
る
編
輯
体
系
と
し
て
、

八
十
三
巻
本
が
あ
る
。
八
十
三
巻
本
に
つ
い
て
は
、
梵
清
本
以
前
よ
り

存
在
し
、
梵
清
本
は
こ
れ
に
依
っ
て
編
輯
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら

八
十
三
巻
本
は
、
近
世
初
期
に
編
輯
さ
れ
た
卍
山
本
・
晃
全
本
に
大
き

な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
は
八
十
三
巻
本
は
非
常

に
高
い
評
価
を
得
て
い
る）
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。
そ
の
た
め
、
八
十
三
巻
本
に
つ
い
て
は
、

こ
の
点
に
留
意
し
て
検
討
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

そ
し
て
梵
清
本
と
八
十
三
巻
本
の
相
違
点
は
、
前
稿
（〈
一
〉

二
一
七
頁
）
で
も
若
干
言
及
し
た
と
お
り
、「
別
輯
」
部
分
に
六
十
巻

本
（
十
二
巻
本
）
系
「
発
菩
提
心
」
巻
を
編
入
し
て
い
る
か
否
か
と
、

「
別
輯
」
の
排
列
が
六
十
巻
本
に
準
じ
て
い
る
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

八
十
三
巻
本
の
時
点
で
は
、
七
十
五
巻
本
系
「
発
菩
提
心
（
発
無
上

心
）」
巻
と
の
本
文
内
容
の
相
違
を
考
慮
せ
ず
、
巻
名
の
み
の
判
断
で

除
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
梵
清
は
内
容
の
相
違
を
認
識
し
た

上
で
改
め
て
編
入
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
底
本
と
な
っ
た
、
梵
清
依

用
の
六
十
巻
本
に
つ
い
て
も
前
稿
に
て
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
梵

清
本
に
は
現
存
す
る
六
十
巻
本
に
は
見
ら
れ
な
い
識
語
が
存
す
る（「
出

家
功
徳
」・「
帰
依
仏
法
僧
宝
」
巻
）。
そ
し
て
梵
清
は
、
六
十
巻
本
の

全
巻
を
直
接
参
照
し
つ
つ
、「
別
輯
」
の
排
列
を
整
え
、
本
文
の
異
同

の
確
認
と
校
異
の
記
入
、
詳
細
な
内
容
の
検
討
及
び
加
点
を
行
い
、
合

わ
せ
て
『
綱
目
』
を
作
成
し
て
い
る
。

　
『
綱
目
』
と
は
、『
正
法
眼
蔵
』
の
巻
名
及
び
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い

る
古
則
公
案
を
「
挙
古
」
と
し
て
列
挙
し
、
以
て
目
録
及
び
内
容
の
要

旨
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
も
梵
清
の
完
全
オ
リ
ジ
ナ
ル

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
先
行
す
る
も
の
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
次
稿
で
述
べ
る
乾
坤
院
本
や
龍
門
寺
本
の
各
冊
巻
頭

に
は
「
挙
古
」
に
類
す
る
も
の
が
見
ら
れ
、
梵
清
は
そ
れ
を
整
理
・
発

展
さ
せ
、
六
十
巻
本
の
分
を
作
成
し
た
上
で
別
冊
に
ま
と
め
た
と
も
考

え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
参
考
に
、
こ
れ
ら
三
本
の
「
仏
性
」
巻
の
も

の
を
挙
げ
て
み
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
比
較
の
便
宜

上
、
梵
清
本
を
基
準
に
通
し
番
号
を
付
し
て
い
る
。

・
梵
清
本
（
徳
雲
寺
本
、『
大
成
』
四
・
四
頁
）

第
三　

仏
性

　

挙
古

　

①
釈
迦
牟
尼
仏
言
一
切
衆
生
悉
有
仏
性

　

②
仏
言
欲
知
仏
性
義
当
観
時
節
因
縁

一
五
四

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



　

③
馬
鳴
尊
者
為
十
三
祖
説
仏
性
海

　

④
五
祖
再
来
四
祖
問
汝
何
姓

　

⑤
六
祖
云
人
有
南
北
仏
性
無
南
北

　

⑥
六
祖
示
行
昌
云
無
常
者
即
仏
性
也

　

⑦
十
四
祖
龍
樹
尊
者
現
仏
性
相
身
如
満
月
輪

　

⑧
阿
育
王
山
西
廊
壁
変
相

　

⑨
塩
官
斉
安
国
師
示
衆
云
一
切
衆
生
有
仏
性

　

⑩
潙
山
大
円
禅
師
示
衆
云
一
切
衆
生
無
仏
性

　

⑪
百
丈
大
智
禅
師
示
衆
云
仏
是
最
上
乗

　

⑫
南
泉
問
黄
檗
定
慧
等
学
明
見
仏
性

　

⑬
趙
州
狗
子
無
仏
性
并
有
仏
性

　

⑭
長
沙
景
岑
和
尚
竺
尚
書
問
蚯
蚓
斬
為
両
段

※
長
円
寺
本
（『
大
成
』
四
・
二
二
〇
頁
）
を
適
宜
参
照
し
た
。

・
乾
坤
院
本
（『
大
成
』
一
・
一
〇
三
〜
一
〇
四
頁
）

仏
性
付

一①

切
衆
生
悉
有
仏
性
付

時②

節
因
縁
仏
性
義
付

馬③

鳴
尊
者
仏
性
海
山

川
大
地
付

五④

祖
栽
松
遇
四
祖
付

六⑤

祖
参
黄
梅
付

行⑥

昌
即
仏
性
也
付

十⑦

四
祖
那

伽
閼
刺
樹
那
坐
上
月
輪
相
付

永⑧

平
和
尚
阿
育
王
山
西
天
東
土
三
十
三
祖

画
像
西
蜀
成
桂
知
客
問
答
付

斉⑨

安
国
師
一
切
衆
生
有
仏
性
付

大⑩

円
禅
師
無

仏
性
付

百⑪

丈
云
仏
是
最
上
乗
付

黄⑫

檗
南
泉
茶
堂
見
仏
性
十
二
時
中
不
依
倚

付

狗⑬

子
仏
性
付

蚯⑭

蚓
両
断

・
龍
門
寺
本
（『
大
成
』
二
・
一
六
頁
）

仏①

言
一
切
衆
生
悉
有
仏
性　

仏②

言
欲
知
仏
性
義

第③

十
祖
馬
鳴
尊
者
―　
　
　

五④

祖
大
満
禅
師

震⑤

旦
第
六
祖　
　
　
　
　
　

六⑥

祖
示
門
人
行
昌
云

第⑦

十
四
祖
竜
樹
尊
者　
　
　

予⑧

雲
遊
―

杭⑨

州
塩
官　
　
　
　
　
　
　

大⑩

潙
大
円
禅
師
一
切
衆
生
無
仏
性

百⑪

丈
山
大
智
禅
師
―
仏
是
最
上　

趙⑫

州
狗
子
仏
性
話

長⑬

沙
景
岑
竺
尚
書
問
話

　

こ
れ
ら
三
本
の
記
載
を
比
較
す
る
と
、
龍
門
寺
本
に
は
⑫
が
な
く
、

十
三
段
と
な
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
な
区
切
り
方
は
同
一
で
あ
る
。
そ

し
て
内
容
を
確
認
す
る
と
、
龍
門
寺
本
↓
乾
坤
院
本
↓
梵
清
本
の
順
に

内
容
が
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
は
書
写
年
代
と
は

逆
に
、
龍
門
寺
本
の
方
が
原
初
的
な
形
態
を
残
し
て
い
る
可
能
性
も
あ

る
。
因
み
に
、『
聞
書
抄
』
に
も
、
そ
の
本
文
中
に
段
数
が
記
載
さ
れ

て
い
る
た
め
、
そ
れ
と
も
比
較
し
て
み
る
と
、
⑧
に
相
当
す
る
部
分
が

存
在
し
な
い
た
め
か
、
そ
れ
を
数
え
な
い
代
わ
り
に
⑬
を
「
無
仏
性
」

と
「
有
仏
性
」
で
二
段
に
分
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
仏
性
」
巻
を

十
四
段
に
分
け
て
理
解
す
る
の
は
四
本
に
お
い
て
共
通
し
て
お
り
、
古

来
よ
り
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
⑬

は
本
来
一
則
の
公
案
で
あ
る
た
め
（『
道
元
引
用
語
録
の
研
究
』、
春
秋

社
、
一
九
九
五
年
三
月
、
二
八
二
頁
参
照
）、『
聞
書
抄
』
の
段
分
け
に

一
五
五

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



は
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
全
十
四
段
に
区
切
る
と
す

る
な
ら
ば
、『
綱
目
』
に
倣
う
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、『
綱
目
』
は
梵
清
が
独
自
に
作
成
し
た
の
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
、
今
後
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
梵
清
の
功
績
の
意

義
を
減
退
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
功
績
の
再
評
価
や
、

思
想
面
に
お
け
る
研
究
な
ど
も
ま
た
要
す
る
人
物
で
あ
る
。

　

引
き
続
い
て
、
梵
清
本
の
有
す
る
問
題
点
と
、
そ
れ
に
対
す
る
私
見

に
つ
い
て
い
く
つ
か
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、梵
清
本
『
正
法
眼
蔵
』

は
、
現
時
点
で
は
、
中
世
に
書
写
さ
れ
た
写
本
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、梵
清
の
書
写
し
た
『
品
目
頌
』

は
、
中
世
写
本
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、「
応
永
廿
八
臈
九
写
点
記
」

（
河
村
孝
道
氏
所
蔵
本
、『
大
成
』
二
十
・
八
頁
）
と
い
う
識
語
、
ま
た

近
世
写
本
で
は
あ
る
が
、
晃
全
本
系
の
一
本
で
あ
る
天
寧
寺
本
（
京
都

府
京
都
市
）
に
は
「
応
永
廿
八
臈
九
写
点
記　

大
鷲
仏
陀
現
住
太
容
梵

清
謹
誌
之
」（『
大
成
』
続
輯
九
・
五
四
八
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
応

永
二
十
八
年
、
梵
清
の
仏
陀
寺
住
持
中
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
識
語
か
ら
、
梵
清
は
六
十
巻
本
と
と
も
に
『
品
目
頌
』
を
所

持
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
梵
清
本
『
品
目
頌
』
の
中
で
も
、
河
村

氏
所
蔵
本
に
は
、
先
の
識
語
に
続
い
て
「
今
寛
正
第
二
之
天
卯
月
初
二

日
、
於
丹
州
路
玉
雲
之
丈
室
、
以
大
容
和
尚
御
筆
正
本
今
書
写
、
以
奉

頂
戴
者
也
」（『
大
成
』
二
十
・
八
頁
）
と
あ
り
、寛
正
二
年
（
一
四
六
一
）

と
い
う
、
梵
清
没
後
約
二
十
年
後
に
に
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た

こ
の
頃
に
は
玉
雲
寺
に
『
品
目
頌
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
品
目
頌
』
に
つ
い
て
は
中
世
写
本
が
存
す
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
真
筆
に
次
ぐ
梵
清
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
最
古
写
本
は
、
近

世
初
期
の
長
円
寺
本
（
愛
知
県
西
尾
市
）
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

長
円
寺
本
は
、
寛
永
二
十
一
年
（
正
保
元
年
、
一
六
四
四
）
八
月
か

ら
翌
年
十
一
月
に
か
け
て
、
長
円
寺
二
世
暉
堂
宋
慧
（
一
五
九
二
〜

一
六
五
〇
）
が
書
写
し
た
も
の
で
（『
大
成
』
四
所
収
）、
書
写
原
本
は

不
明
で
あ
る
。
因
み
に
暉
堂
は
、『
伝
光
録
』・『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』

も
書
写
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
前
の
梵
清
本
『
正
法
眼
蔵
』
の

写
本
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。

　

も
う
一
つ
の
問
題
点
は
、梵
清
本『
正
法
眼
蔵
』の
本
文
に
先
立
っ
て
、

巻
首
に
付
さ
れ
て
い
る
第
一
冊
の
内
容
が
、『
綱
目
』
で
あ
る
写
本
と
、

『
品
目
頌
』
で
あ
る
写
本
が
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
両
者

は
排
他
的
な
関
係
に
あ
り
、
こ
の
両
者
が
共
に
書
写
さ
れ
て
い
る
梵
清

本
の
写
本
も
ま
た
存
在
し
な
い
。
例
え
ば
、
徳
雲
寺
本
や
長
円
寺
本
は

『
綱
目
』
の
み
を
有
し
、
玉
雲
寺
本
や
丹
嶺
本
は
『
品
目
頌
』
の
み
を

有
し
て
い
る）
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が
、
そ
の
『
品
目
頌
』
に
は
「
応
永
廿
八
臈
九
写
点
記
」

の
識
語
は
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
現
存
す
る
玉
雲
寺
本
は
、
明
和
六

年
（
一
七
六
九
）
四
月
か
ら
同
七
年
二
月
二
十
三
日
に
か
け
て
書
写
さ

れ
た
も
の
で
、「
別
輯
」
を
除
い
た
七
十
五
巻
分
の
み
の
写
本
で
あ
る

が
（『
大
成
』
二
十
五
所
収
）、
こ
の
頃
に
は
ま
だ
徳
雲
寺
本
は
焼
失
し

一
五
六

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



て
お
ら
ず
、
徳
雲
寺
本
を
、『
正
法
眼
蔵
綱
目
』
や
「
別
輯
」
も
含
め

て
そ
の
ま
ま
書
写
し
て
も
問
題
な
い
は
ず
で
あ
る
。
唯
一
、
前
掲
の
天

寧
寺
本
は
、『
綱
目
』・
梵
清
本
系
『
品
目
頌
』
を
兼
ね
備
え
て
お
り
、

か
つ
『
綱
目
』
は
徳
雲
寺
で
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、『
品
目
頌
』

が
書
写
さ
れ
た
場
所
は
厳
密
に
は
不
明
で
あ
る
。こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

永
久
岳
水
氏
も
、

梵
清
本
系
統
の
謄
写
本
を
見
る
に
、
第
一
冊
に
、
永
平
義
雲
和
尚

の
正
法
眼
蔵
序
、
正
法
眼
蔵
品
目
頌
を
載
せ
、
次
に
正
法
眼
蔵
綱

目
を
載
せ
る
も
の
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
梵
清
和
尚
系
統
の
眼
蔵

に
も
異
本
の
あ
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
梵
清
和
尚
自
身

が
、
或
は
二
種
の
正
法
眼
蔵
を
遣
さ
れ
た
も
の
と
も
見
る
こ
と
が

出
来
る
。
義
雲
和
尚
の
頌
に
対
し
、
梵
清
和
尚
が
朱
点
を
施
さ
れ

た
記
録
も
残
っ
て
い
る
か
ら
、
一
種
二
種
の
梵
清
本
が
本
来
存
在

し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。（『
正
法
眼
蔵
の
異
本
と
伝
播
史
の
研

究
』、
中
山
書
房
、
一
九
七
三
年
六
月
、
一
四
〇
〜
一
四
一
頁
）

と
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
現
存
状
況
や
、
先
の
寛
正
二
年
書
写
『
品
目
頌
』
等
を

手
掛
か
り
に
推
定
す
る
限
り
で
は
、
徳
雲
寺
に
移
さ
れ
た
、『
綱
目
』

を
巻
首
に
置
く
仏
陀
寺
書
写
本
と
は
別
に
、『
品
目
頌
』
を
巻
首
に
置

く
梵
清
本
の
副
本
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
巻
首
が

『
綱
目
』
か
『
品
目
頌
』
か
は
別
と
し
て
、
副
本
が
作
成
さ
れ
た
可
能

性
が
あ
る
最
も
古
い
年
は
、
文
安
二
年
（
一
四
四
五
）
で
あ
る
。

　

文
安
二
年
と
い
う
年
号
は
、玉
雲
寺
本
「
行
持
」
巻
末
に
見
ら
れ
る
、

「
以
仁
治
壬
寅
至
文
安
二
乙
丑　

二
百
四
年
」（『
大
成
』
二
十
五
・
九
八

頁
）
と
い
う
識
語
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
識
語
は
、『
大
成
』
所

収
本
に
よ
る
限
り
、
長
円
寺
本
（『
大
成
』
四
・
三
一
三
頁
）、
円
応
寺

本
（
佐
賀
県
武
雄
市
、『
大
成
』
五
・
一
一
八
頁
）
に
も
見
ら
れ
、
こ
れ

ら
諸
本
は
『
綱
目
』
を
備
え
て
い
る
。
徳
雲
寺
本
に
つ
い
て
は
、
該
当

部
分
が
焼
失
し
て
い
る
た
め
、現
在
は
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
状
況
は
、

同
じ
く
「
行
持
」
巻
末
に
あ
る
、「
此
年
永
平
元
祖
寿
四
十
三
歳
」
と

い
う
識
語
は
全
て
見
ら
れ
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
か
ら
推
定
す
る
に
、「
以
仁
治
壬
寅
〜
」
の
識
語
の
意
味
は
、

こ
の
年
に
副
本
を
作
成
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

梵
清
本
に
副
本
が
存
在
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、水
野
弥
穂
子
氏
が
、

長
円
寺
本
は
梵
清
本
の
副
本
の
写
し
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
を
述
べ

て
い
る
（「『
正
法
眼
蔵
』
の
本
文
作
成
と
渉
典
に
つ
い
て
」、『
日
本
思

想
大
系
』
十
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
五
月
、
五
七
九
頁
）。

　

文
安
二
年
は
、梵
清
の
推
定
没
年
か
ら
僅
か
六
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

現
在
の
没
年
は
あ
く
ま
で
も
推
定
の
た
め
、
梵
清
自
身
の
手
で
仏
陀
寺

書
写
本
が
再
写
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
り
、
梵
清
も
副
本
作
成
者
の
候
補

の
一
人
で
あ
る
。
な
お
、
他
に
閲
覧
用
の
副
本
を
作
成
し
た
事
例
と
し

て
、
近
世
で
は
あ
る
が
、
前
稿
で
述
べ
た
、
現
總
持
寺
所
蔵
『
聞
書
抄
』

の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
（〈
一
〉
二
一
六
頁
）。

　

こ
こ
で
、
そ
の
書
写
原
本
で
あ
る
徳
雲
寺
本
に
つ
い
て
も
見
て
い
き

一
五
七

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



た
い
。
河
村
氏
は
、
徳
雲
寺
本
の
縁
由
に
つ
い
て
、

梵
清
が
丹
波
（
京
都
府
）
玉
雲
寺
に
董
住
す
る
際
に
そ
の
室
中
に

秘
蔵
さ
れ
、
梵
清
の
法
嗣
・
希
曇
宗
璵
（
永一
享四
元二
年九

寂
）
が
そ
の
後

席
を
董
し
て
玉
雲
寺
三
世
と
し
て
住
し
、
次
い
で
徳
雲
寺
を
開
創

し
て
住
す
る
に
当
っ
て
本
師
梵
清
手
筆
本
を
そ
の
室
中
に
護
蔵
し

た
。（『
大
成
』
四
・
例
言
三
頁
）

と
し
て
い
る
。

　

河
村
氏
の
解
題
の
中
で
不
分
明
な
点
と
し
て
、
な
ぜ
希
曇）
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が
徳
雲
寺

に
梵
清
自
筆
本
を
移
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
ひ
い
て
は
な
ぜ
徳
雲
寺

に
梵
清
自
筆
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
移
動
の
時
期
は

い
つ
か
、
と
い
う
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
な
ぜ
梵
清
の
弟
子

の
中
で
最
有
力
と
見
ら
れ
る
、
古
澗
仁
泉
（
一
三
七
九
〜
一
四
五
八
、

玉
雲
寺
二
世
、法
泉
寺
〈
岡
山
県
井
原
市
〉
開
山
）
に
は
『
正
法
眼
蔵
』

が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
河

村
氏
の
説
を
見
直
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
疑
問
点
を
解
決
す
る
た
め
の
推

定
を
い
く
つ
か
示
し
、
今
後
の
検
討
の
材
料
と
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
希
曇
の
示
寂
年
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
の
例
言
に
は
「
永
享

元
年
」
と
あ
る
が
、『
總
持
寺
住
山
記
』
に
よ
れ
ば
、
希
曇
は
、
康
正

二
年
（
一
四
五
六
）
八
月
十
一
日
に
總
持
寺
一
八
七
世
と
し
て
瑞
世
し

て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
（
納
冨
常
天
・
尾
崎
正
善
編
『
住
山
記
―
總

持
禅
寺
開
山
以
来
住
持
之
次
第
―
』、
大
本
山
總
持
寺
、
二
〇
一
一
年

十
一
月
、
四
頁
）。
そ
の
た
め
、
寺
伝
の
示
寂
年
は
誤
り
で
あ
り
、
瑞

世
年
の
康
正
二
年
が
現
在
確
認
で
き
る
没
年
の
上
限
と
な
る
。

　

つ
ま
り
、
文
安
二
年
時
点
で
は
希
曇
は
生
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る

た
め
、副
本
の
作
成
者
の
候
補
と
し
て
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

河
村
氏
の
説
を
踏
ま
え
つ
つ
、
希
曇
が
徳
雲
寺
に
真
筆
本
を
移
し
た
と

す
る
な
ら
、
文
安
二
年
に
副
本
を
作
成
し
た
後
か
ら
、
總
持
寺
に
輪
住

し
た
康
正
二
年
前
後
頃
が
、
そ
の
時
期
の
第
一
候
補
と
な
る
。

　

次
に
、
徳
雲
寺
の
寺
伝
に
つ
い
て
で
あ
る
。
竹
貫
元
勝
氏
は
、『
龍

穏
寺
略
記
』（
龍
穏
寺
〈
京
都
府
南
丹
市
〉
蔵
、
玉
雲
寺
末
）
に
基
づ

き
な
が
ら
、
徳
雲
寺
の
寺
伝
が
元
和
年
間
（
一
六
一
五
〜
一
六
二
四
）

の
末
頃
に
整
備
さ
れ
て
き
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う

に
総
括
し
て
い
る
。

徳
雲
寺
は
、
荘
林
の
氏
寺
か
ら
藩
主
小
出（
マ
マ
）の
菩
提
寺
と
な
っ
て
、

そ
れ
相
応
に
由
緒
を
正
す
必
要
に
迫
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

こ
と
に
禅
宗
の
本
質
で
あ
る
法
系
は
重
要
で
あ
っ
た
。
創
建
か
ら

元
和
年
中
に
お
け
る
徳
雲
寺
は
、
備
中
法
泉
寺
を
拠
点
と
す
る
古

澗
仁
泉
の
門
派
が
歴
代
住
持
に
名
を
連
ね
て
い
た
。
玉
雲
寺
か
ら

離
れ
た
遠
隔
地
に
所
在
し
、
備
後
・
備
中
・
伯
耆
な
ど
に
末
寺
を

も
つ
法
泉
寺
に
と
っ
て
、
本
寺
玉
雲
寺
に
近
い
地
に
所
在
す
る
徳

雲
寺
は
、
法
泉
寺
一
派
の
重
要
な
拠
点
と
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ

る
。
ま
さ
に
徳
雲
寺
は
「
然
則
法
泉
寺
末
流
者
明
矣
」
と
龍
穏
寺

が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
っ
た
。
徳
雲
寺
は
法
泉
寺
の
末
寺
、
玉

雲
寺
の
孫
末
寺
的
存
在
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
状
況
で
、
そ
れ

一
五
八

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
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を
玉
雲
寺
直
末
寺
と
し
て
確
固
た
る
由
緒
寺
院
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
玉
雲
寺
↓
徳
雲

寺
、
太
容
↓
希
曇
、
玉
雲
寺
↓
希
曇
の
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
玉
雲
寺
中
興
・
徳
雲
寺
開
山
と
し
て
の
希

曇
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
は
玉
雲
寺
末
寺
と
し
て
明
確
な
龍
穏
寺
の
存
在
を
意
識

し
て
の
う
え
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。（「
園
部
藩
に
お
け
る
禅
宗
の

展
開
」、『
日
本
禅
宗
史
研
究
』、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
一
月
、

五
〇
六
頁
、
傍
線
筆
者
）

　

こ
の
内
、
重
要
な
の
は
傍
線
を
引
い
た
部
分
で
、
こ
れ
を
基
に
推
定

す
る
と
、
梵
清
本
の
写
本
が
近
世
に
至
っ
て
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
古
規
復
古
・
宗
統
復
古
運
動
に
伴
う
『
正
法
眼
蔵
』
へ
の
関
心

の
高
ま
り
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
徳
雲
寺
の
動
き

が
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で

宗
祖
の
著
作
、
派
祖
・
開
山
の
秘
宝
と
し
て
徳
雲
寺
、
あ
る
い
は
玉
雲

寺
に
秘
蔵
奉
祀
し
て
き
た
『
正
法
眼
蔵
』
を
、
竹
貫
氏
が
指
摘
す
る
よ

う
な
、「
玉
雲
寺
直
末
寺
と
し
て
確
固
た
る
由
緒
寺
院
」
と
し
て
の
徳

雲
寺
の
権
威
付
け
に
利
用
す
る
た
め
に
、
そ
の
存
在
を
宣
伝
す
る
と
共

に
、
閲
覧
・
書
写
を
認
め
る
よ
う
に
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
れ
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
項
と
し
て
、
天
正
七

年
（
一
五
七
九
）
に
、
玉
雲
寺
が
兵
火
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
事
件）

14
（

が
挙

げ
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
徳
雲
寺
に
梵
清
真
筆
本
が
移
さ
れ
た
可
能

性
の
あ
る
第
二
の
時
期
が
、
こ
の
際
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
た
め
で
あ

る
。

　

玉
雲
寺
は
輪
住
制
を
敷
い
て
お
り
、
再
住
も
多
か
っ
た
よ
う
な
の
で

推
定
と
は
な
る
が
、
三
十
世
盛
安
宗
茂
は
徳
雲
寺
五
世
、
三
十
二
世

交
伯
清
歓（
観
）（
？
〜
一
五
八
七
）
は
法
泉
寺
六
世
、
三
十
五
世
九
天

隆

は
徳
雲
寺
六
世
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
再
住
を
除
く
な
ど
の
整
理
を
行

い
、
自
身
ま
で
の
玉
雲
寺
世
代
を
改
定
し
た
、
龍
穏
寺
三
世
大
龍
栄

樹
（
一
五
〇
八
〜
一
五
八
八
）
は
、「
玉
宝
山
龍
穏
禅
寺
略
記
」（『
龍

穏
寺
略
記
』
所
収
）
に
、
天
文
元
年
（
一
五
三
二
）
に
龍
穏
寺
三
世
と

な
っ
た
後
、「
二
十
余
歳
」
龍
穏
寺
の
住
持
を
務
め
、
そ
の
間
に
玉
雲

寺
に
二
十
七
世
と
し
て
輪
住
し
、
二
十
八
世
と
二
十
九
世
の
間
に
再
住

し
た）

15
（

と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
挙
げ
た
三
人
の
い
ず
れ
か
に

相
当
す
る
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
ま
た
、
残
り
の
三
十
一
世
、
三
十
三
世
、

三
十
四
世
も
、
少
な
く
と
も
現
在
確
認
で
き
る
龍
穏
寺
の
世
代
で
は
な

く
、
大
龍
の
次
に
龍
穏
寺
か
ら
玉
雲
寺
に
輪
住
し
た
の
は
、
三
十
六
世

月
海
桂
嶽
（
？
〜
一
六
〇
三
、
龍
穏
寺
四
世
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
玉

雲
寺
が
焼
失
し
た
際
に
、
当
時
の
世
代
が
法
泉
寺
、
あ
る
い
は
徳
雲
寺

の
関
係
者
で
あ
っ
た
場
合
は
、
避
難
の
た
め
に
、
真
筆
本
を
徳
雲
寺
へ

と
移
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
文
安
二
年
の
次
に
梵
清
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
副
本
が
作
成

さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
時
期
も
、
こ
の
元
和
年
間
末
頃
と
い
う

一
五
九

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



こ
と
に
な
り
、
真
筆
本
が
移
動
し
て
き
て
い
た
偶
然
を
利
用
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
副
本
を
作
成
し
た
理
由
は
、
梵
清
の
開
山
地
で
あ
る
玉

雲
寺
に
お
い
て
も
『
正
法
眼
蔵
』
の
拝
請
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
徳
雲
寺
本
と
玉
雲
寺
本
を
区
別
出
来
る
よ
う

に
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
『
綱
目
』
で
は
な
く
、『
品
目
頌
』
を
巻
首

に
置
く
梵
清
本
を
玉
雲
寺
に
安
置
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
長
円
寺
本
ま
で
梵
清
本
の
写
本
が
現
れ
な
か
っ

た
理
由
、
さ
ら
に
は
明
和
六
年
に
至
り
、
玉
雲
寺
に
再
び
梵
清
本
が
納

め
ら
れ
る
に
際
し
て
、『
品
目
頌
』
が
巻
首
に
置
か
れ
た
理
由
に
も
説

明
が
つ
く
。

　

副
本
が
作
成
さ
れ
た
時
期
の
上
限
を
示
す
史
料
と
し
て
、
永
平
寺

三
十
二
世
月
舟
尊
海（
一
六
〇
九
〜
一
六
八
三
、寛
文
十
年〈
一
六
七
〇
〉

入
院
）
代
に
、
永
平
寺
に
て
書
写
さ
れ
た
梵
清
本
が
、
慈
照
寺
（
山
梨

県
甲
斐
市
）に
所
蔵
さ
れ
て
い
る（『
曹
洞
宗
文
化
財
調
査
目
録
解
題
集
』

六　

関
東
管
区
編
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
二
〇
〇
三
年
三
月
、
八
五
二
頁
）。

慈
照
寺
本
の
存
在
は
、
そ
の
書
写
原
本
が
、
永
平
寺
三
十
五
世
版
橈
晃

全
（
一
六
二
七
〜
一
六
九
三
）
に
よ
る
、
晃
全
本
の
編
輯
以
前
よ
り
梵

清
本
が
永
平
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
晃
全

本
の
底
本
と
な
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
慈
照
寺
本
は
『
綱
目
』

を
備
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
道
元
禅
師
の
開
山
地
で
あ
る
永
平

寺
に
献
納
す
る
た
め
に
、
徳
雲
寺
本
の
副
本
を
作
成
し
た
、
あ
る
い
は

従
前
よ
り
あ
っ
た
副
本
を
献
納
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

寛
文
十
年
と
い
う
年
は
、
永
平
寺
に
献
納
さ
れ
た
時
期
の
上
限
を
示
す

と
共
に
、
元
和
年
間
以
降
に
梵
清
本
の
副
本
を
作
成
し
た
時
期
の
上
限

と
し
て
も
一
つ
の
目
安
と
な
る
。

　

先
に
、『
品
目
頌
』
を
巻
首
に
置
く
梵
清
本
と
し
て
、
丹
嶺
本
（
永

平
寺
・
河
村
氏
蔵
）
を
挙
げ
た
が
、
本
書
は
、
丹
嶺
祖
衷
（
一
六
二
四

〜
一
七
一
〇
、
宝
円
寺
〈
石
川
県
金
沢
市
〉
八
世
）
が
、
慈
徳
寺
（
京

都
府
南
丹
市
、
現
廃
寺
）
に
お
い
て
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
三
月

十
九
日
か
ら
貞
享
四
年
五
月
二
十
八
日
に
か
け
て
、「
拝
借
梵
清
和
尚

書
写
真
本
」（「
帰
依
三
宝
」
巻
末
識
語
、『
大
成
』
続
輯
五
・
四
四
〇
頁
）

し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
真
筆
判
定
の
基
準
は
甘
い
の
で
、
そ
の
言

説
を
そ
の
ま
ま
は
信
用
し
難
く
、
ま
た
慈
徳
寺
は
徳
雲
寺
・
玉
雲
寺
の

い
ず
れ
と
も
ほ
ぼ
等
距
離
の
位
置
に
あ
る
の
で
、
い
ず
れ
か
ら
借
用
し

た
の
か
判
断
し
難
い
が
、
徳
雲
寺
か
ら
の
場
合
は
、『
綱
目
』
も
書
写

し
た
と
思
わ
れ
る
た
め
、
玉
雲
寺
か
ら
『
品
目
頌
』
を
巻
首
に
置
く
梵

清
本
を
借
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
推
定
か

ら
す
れ
ば
、
玉
雲
寺
に
こ
の
よ
う
な
副
本
が
置
か
れ
た
下
限
は
、
貞
享

二
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
前
掲
の
天
寧
寺
本
所
収
「
弁
道

話
」
巻
末
の
識
語
に
は
、

此
一
ま
き
は
、
丹
州
塩
田
山
徳
雲
寺
室
中
に
て
、
直
に
道
元
和
尚

の
御
真
筆
を
も
て
こ
れ
を
校
誤
し
畢
。
と
き
に
、
元
禄
六
年
癸
酉

六
月
吉
日
頓
首
拝
校
点
（『
大
成
』
続
輯
九
・
五
八
五
頁
）

と
あ
り
、
こ
の
際
に
『
綱
目
』・『
品
目
頌
』
も
書
写
し
た
と
考
え
ら
れ

一
六
〇

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
元
禄
六
年
六
月
が
、
徳
雲
寺
に
道
元
禅

師
真
筆
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
確
実
な
上
限
で
あ
る
。

　

徳
雲
寺
に
は
、『
正
法
眼
蔵
』以
外
に
も
、道
元
禅
師
自
筆
の『
弁
道
話
』

道
話）

16
（

』
や
、
梵
清
真
筆
の
『
如
浄
語
録）

17
（

』
が
存
在
し
た
こ
と
が
、
江
戸

期
に
入
っ
て
、
ま
ず
月
舟
宗
胡
（
一
六
一
九
〜
一
六
九
六
）・
卍
山
道

白
（
一
六
三
六
〜
一
七
一
五
）
の
師
資
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

月
舟
は
、
現
在
の
世
代
に
は
数
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
長
円
寺
に

暉
堂
の
二
代
後
に
住
持
し
て
お
り）

18
（

、
ま
た
長
円
寺
本
を
書
写
し
た
と
思

わ
れ
る
、
明
暦
四
年
（
一
六
五
八
）
の
識
語
を
持
つ
梵
清
本
が
存
在
す

る）
19
（

（
大
寧
寺
〈
山
口
県
長
門
市
〉
蔵
、『
大
成
』
続
輯
四
所
収
）。
長
円

寺
本
に
お
い
て
は
梵
清
の
書
写
識
語
は
原
則
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
縁
由
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
月
舟

は
自
身
に
有
縁
の
、
円
応
寺
（
前
掲
）
や
禅
定
寺）

20
（

（
京
都
府
綴
喜
郡
宇

治
田
原
町
）
等
に
梵
清
本
を
書
写
し
て
献
納
し
て
い
る
。
献
納
し
た
理

由
に
つ
い
て
は
報
恩
行
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
原
本
に
梵
清
本

を
選
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

そ
し
て
、
徳
雲
寺
の
目
的
は
、
例
え
ば
、
直
指
玄
端
（
一
六
八
九
〜

一
七
七
六
）『
正
法
眼
蔵
弁
註
凡
例
』
に
は
、

丹
州
徳
雲
寺
鎮
本
、
此
梵
清
禅
師
、
応
永
年
間
、
在
加
州
仏
陀
寺

時
、
所
自
写
者
。
是
亦
七
十
五
帖
為
全
部
、
以
雲
師
所
采
集
九
篇

為
別
輯
、
合
八
十
四
篇
也
。（『
大
成
』
十
五
・
七
一
七
頁
）

と
あ
り
、
ま
た
本
山
版
『
正
法
眼
蔵
』
に
付
さ
れ
た
、
祖
道
穏
達

（
一
七
四
九
頃
〜
一
八
一
三
）「
彫
刻
正
法
眼
蔵
凡
例
」
に
は
、

丹
波
州
、
一
（
マ
マ
）森
村
玉
雲
寺
開
山
、
大
容
梵
清
和
尚
、
応
永
二
十
六

己
亥
ノ
コ
ロ
、
加
州
仏
陀
寺
ニ
住
ス
ル
時
、
自
ラ
書
写
ス
ル
所

ノ
八
十
四
巻
ノ
真
本
、
今
現
ニ
同
州
苑
（
マ
マ
）部
、
徳
雲
寺
ニ
秘
在
ス
。

中
古
以
来
、
篤
信
ノ
師
僧
、
相
競
テ
コ
ノ
八
十
四
巻
ヲ
拝
謄
ス

（『
大
成
』
二
十
・
四
五
五
頁
）

と
あ
る
こ
と
な
ど
を
見
る
と
、梵
清
真
筆
本
の
存
在
に
よ
っ
て
徳
雲
寺
、

そ
し
て
玉
雲
寺
の
名
は
確
固
た
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る

の
で
、
達
成
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
但
し
、
近
世
に
編
輯

さ
れ
た
、『
延
宝
伝
灯
録
』
等
の
僧
伝
集
に
は
、『
正
法
眼
蔵
』
を
書
写

し
た
こ
と
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

　

但
し
先
述
の
通
り
、
本
稿
で
示
し
た
の
は
あ
く
ま
で
も
状
況
証
拠
に

基
づ
く
推
定
で
あ
り
、
今
後
、
新
た
な
史
料
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は

再
検
証
が
必
要
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
理
由
で
あ
れ
、
徳
雲
寺
本
の
公
開

が
近
世
宗
学
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
事
実
は
不
変
の
も
の
で
あ
る

こ
と
を
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　

最
後
に
、梵
清
と
『
永
平
広
録
』
に
つ
い
て
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。

『
正
法
眼
蔵
』「
身
心
学
道
」
巻
末
に
は
、
以
下
の
語
が
見
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
。

永
平
初
祖
小
参
曰
、
自
非
仏
祖
之
行
履
不
履
、
自
非
仏
祖
之
法
服

不
服
也
。
謂
行
履
者
、
名
利
早
抛
来
、
吾
我
永
捨
去
、
不
近
国
王

一
六
一

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



大
臣
、
不
貪
檀
那
施
主
、
軽
生
而
隠
居
山
谷
、
重
法
而
不
離
叢
林
。

尺
璧
不
宝
、
寸
陰
是
可
惜
、
不
顧
万
事
、
弁
道
純
一
也
。
此
乃
仏

祖
之
嫡
孫
、
人
天
之
導
師
也

　

出
典
は
、『
永
平
広
録
』
八
・
小
参
十
（『
原現
文代
対語
照訳

道
元
禅
師
全
集
』

十
二
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
、
八
三
頁
、
前
後
省
略
ア
リ
）
で

あ
る
。
こ
の
句
が
『
正
法
眼
蔵
』
写
本
に
初
め
て
現
れ
た
の
は
徳
雲
寺

本
（『
大
成
』
四
・
四
四
頁
）
と
み
ら
れ
、
か
つ
『
永
平
略
録
』
所
収
の

も
の
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
部
分
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、梵
清
は『
永

平
広
録
』
に
収
録
さ
れ
る
完
全
な
小
参
語
を
参
照
し
、
注
記
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
で
は
、
梵
清
は
こ
の
語
を
ど
の
よ
う
に
閲
覧
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

雲
外
龍
峯
（
？
〜
一
七
一
二
、亨
徳
寺
〈
山
口
県
萩
市
〉
六
世
）
が
、

元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
に
泰
雲
寺
（
闢
雲
寺
、
山
口
県
山
口
市
）

に
輪
住
し
た
折
に
編
輯
し
た
『
闢
雲
志
』
に
は
、「
当
山
什
物
」
と
し
て
、

当
時
泰
雲
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
史
料
が
記
さ
れ
て
い
る
（
関
口
道
潤

校
訂
『
闢
雲
志
』
上
・
下
、
泰
雲
寺
開
創
六
百
年
記
念
式
典
事
務
局
、

二
〇
〇
三
年
七
月
、
一
〇
〇
頁
）。
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
典
籍
類
を

見
る
と
、「
宏
智
禅
師
ノ

語
録
」
な
ど
、『
通
幻
喪
記
』（『
続
曹
洞
宗
全
書
』

清
規
・
二
八
〜
二
九
頁
）
に
お
い
て
、
永
沢
寺
（
兵
庫
県
三
田
市
）
に

分
与
さ
れ
た
宝
物
と
共
通
す
る
も
の
が
複
数
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

中
に
、永

平
小
参
之
語
、
中
興
和
尚
直ジ
キ
ヒ
ツ筆
、
永
享
五
年
癸

丑

九
月
廿
日
、

於
テ二

摂
州
永
沢
寺
ニ一

書
ス二

写
之
ヲ一　

永
本
（
句
読
点
筆
者
）

と
い
う
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
通
幻
喪
記
』
に
は
見
ら
れ
な
い
記
載

で
あ
る
が
、
野
扖
孝
順
氏
は
、『
永
沢
寺
校
割
牒
』
に
、「
永
平
和
尚
秘

書
一
冊
」
が
延
宝
七
年
以
前
に
紛
失
し
て
い
る
記
載
の
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る）

21
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た
め
、
そ
れ
を
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
識

語
か
ら
、
覚
隠
永
本
（
一
三
八
〇
〜
一
四
五
四
）
が
『
正
法
眼
蔵
』
と

同
時
期
に
書
写
し
た
こ
と
が
分
か
り
（〈
一
〉
二
一
九
頁
参
照
）、
そ
の

他
の
典
籍
類
も
同
時
期
に
書
写
し
、
持
ち
帰
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

丹
波
に
『
永
平
広
録
』
が
伝
来
し
て
い
た
と
い
う
記
事
と
し
て
、
雲

章
一
慶
（
一
三
八
六
〜
一
四
六
三
）
講
、
桃
源
瑞
仙
（
一
四
三
〇
〜

一
四
八
九
）
編
『
百
丈
清
規
雲
桃
抄
』
二）
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に
、

道
元
ノ
録
ト
テ
、
一
生
ノ
ヲ
、
カ
キ
ア
ツ
メ
タ
カ
、
糊
ウ
チ
紙
ニ
、

表
裏
ニ
カ
イ
タ
カ
、
十
冊
ア
ル
カ
、
伝
灯
録
ノ
、
カ
サ
ホ
ト
ア
ル

ソ
、
其
ヲ
弟
子
ニ
云
イ
ヲ
イ
テ
、
唐
ニ
義
遠
ト
云
法
眷
ノ
ア
ル
ニ

見
セ
テ
、
ナ
オ
サ
セ
テ
、
証
明
ヲ
取
テ
ヲ
ケ
ト
云
、
ヲ
カ
レ
タ
ソ
、

マ
ナ
ニ
ハ
、
読
メ
モ
セ
マ
イ
ト
心
得
テ
ソ
、
義
遠
ニ
ミ
セ
タ
レ
ハ
、

ス
ツ
ト
ナ
オ
シ
テ
、
虎
丘
録
ホ
ト
ナ
モ
ノ
カ
、
一
冊
ア
ル
ソ
、
ス

ツ
ト
、
刪
ノ
ケ
テ
、
残
テ
ア
ル
ヲ
モ
、
太
半
ハ
ナ
ヲ
シ
タ
ソ
、
自

賛
ハ
、
三
四
十
首
ア
ル
ヲ
、
只
二
首
カ
ニ
、
ナ
シ
タ
ソ
、
ヲ
レ
ハ

一
冊
ア
ル
ヲ
モ
、
借
テ
見
タ
ソ
、
本
ノ
義
遠
カ
、
ケ
シ
ツ
ソ
ハ
ニ
、

ナ
ヲ
シ
タ
カ
、
見
度
テ
丹
波
ニ
曹
洞
宗
ノ
ア
ル
カ
、
モ
ツ
タ
ホ
ト

ニ
、
借
タ
レ
ハ
、
初
ハ
無
子
細
ト
テ
、
ワ
ウ
ト
云
タ
カ
、
恥
テ
ヤ

一
六
二

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



ラ
ウ
、ナ
ヲ
シ
タ
ヲ
ハ
、カ
サ
イ
テ
、別
写
タ
ヲ
借
タ
ソ
、コ
チ
ハ
、

ソ
ハ
ニ
、
ナ
ヲ
シ
タ
ヲ
コ
ソ
ヨ
コ
ニ
ミ
タ
ケ
レ
、
サ
テ
ハ
、
ミ
タ

ウ
モ
ナ
イ
、
シ
カ
ア
ヒ
マ
リ
多
ホ
ト
ニ
、
見
モ
セ
イ
テ
、
カ
へ
シ

タ
ソ（『
続
抄
物
資
料
集
成
』八
、清
文
堂
出
版
、一
九
八
〇
年
一
月
、

二
三
六
頁
十
一
行
目
〜
二
三
七
頁
四
行
目
、
太
字
筆
者
）

と
あ
り
、
ま
た
『
雲
桃
抄
』
三
に
は
、

永
平
道
元
之
録
二
タ
ニ
モ
二
首
マ
テ
坐
禅
儀
カ
ア
ル
、
凡
、
録
ハ

拈
古
頌
古
コ
ソ
本
チ
ヤ
カ
、
師
兄
ノ
義
遠
ノ
削
テ
、
一
モ
不
存
カ
、

坐
禅
儀
ヲ
ハ
、
二
首
ナ
カ
ラ
、
一
字
モ
不
レ

改
ソ
、
ヲ
レ
カ
ス
イ
ハ
、

義
遠
ハ
削
ラ
レ
ト
モ
、
録
カ
エ
リ
ス
ク
ナ
サ
ニ
、
日
本
テ
板
ニ
開

ク
時
ニ
入
タ
歟
（『
続
抄
物
資
料
集
成
』
八
・
四
三
六
頁
）

と
あ
る
こ
と
が
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
野
扖
氏

が
挙
げ
た
『
永
沢
寺
校
割
牒）

23
（

』
の
記
載
は
、こ
の
粘
葉
装
の
『
永
平
広
録
』

十
巻
が
永
沢
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
傍
証
資
料
と
し
て
用
い
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
『
闢
雲
志
』
と
『
永
沢
寺
校
割
牒
』
の
記
載
を
見
る
限
り
で
は
、

永
沢
寺
に
は
十
冊
本
の
『
永
平
広
録
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
見
る
よ

り
も
、
小
参
の
み
を
抜
書
し
た
本
が
伝
来
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

※
本
稿
に
お
け
る
引
用
文
に
つ
い
て
は
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
適
宜

句
読
点
を
補
っ
た
。

　
　

注

（
１
） 

前
稿
の
補
足
事
項
と
し
て
、
注
（
20
）
に
、「『
大
成
』
一
の
例
言
に
は
、

「〝
秘
蜜
正
法
眼
蔵
〞
の
題
号
は
、
享
保
八
年
、
永
平
寺
三
十
八
世
・
承
天

則
地
が
本
書
を
修
補
し
た
際
に
秘
持
密
持
し
て
後
代
に
伝
う
べ
き
意
図
よ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

り
按
題
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」」
と
あ
り
、
そ
の
傍
点
部
の
典
拠
が
不
明
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
（
二
二
八
頁
）、
そ
の
後
、
神
保
如
天
「
眼
蔵
編
集

史
の
研
究
」（『
道
元
思
想
大
系
』
五
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
五
年
九
月
）

に
、「
本
山
三
十
九
世
承
天
禅
師
が
此
の
三
冊
の
表
紙
を
修
覆
し
箱
を
調
製

し
て
其
の
上
表
に
初
め
て
『
秘
密
正
法
眼
蔵
』
と
標
号
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
、
秘○

○密
と
い
う
文
字
の
意
味
は
秘
蔵
と
か
大
切

0

0

0

0

0

0

と
か
い
う
こ
と
で
決
し

て
所
謂
の
秘
密
で
は
無
い
」（
五
八
頁
）
と
い
う
記
載
が
確
認
さ
れ
た
。
こ

れ
は
神
保
氏
の
意
見
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
承
天
即
地

（
一
六
五
五
〜
一
七
四
四
）
の
意
見
で
あ
る
と
誤
解
を
生
み
や
す
い
一
節
で

あ
る
の
で
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
２
） 

河
村
氏
は
、
永
平
寺
三
十
六
世
融
峰
本
祝
（
一
六
一
八
〜
一
七
〇
〇

〈
一
六
二
二
〜
一
七
〇
三
〉）
が
献
納
を
受
け
て
の
上
堂
語
で
述
べ
て
い
る
、

『
聞
書
抄
』
の
存
在
を
伝
え
聞
い
た
「
師
」
を
、
同
三
十
五
世
版
橈
晃
全

（
一
六
二
七
〜
一
六
九
三
）
と
し
て
い
る
（『
河
村
書
』
六
八
五
頁
）。
し

か
し
、
晃
全
を
「
師
」
と
し
た
の
は
、
永
平
寺
晋
住
に
当
た
っ
て
嗣
承
易

え
を
行
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
以
前
は
別
の
「
師
」
が
お
り
、

そ
の
人
よ
り
伝
え
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
融
峰
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、『
闢

雲
志
』
に
目
子
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
出
生
地
も

一
六
三

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



含
む
お
お
よ
そ
の
事
項
が
判
明
し
た
の
で
、
後
日
詳
細
に
論
じ
る
予
定
で

あ
る
。
こ
の
内
、「
師
」
に
関
す
る
問
題
の
結
論
の
み
記
す
と
、
融
峰
が
、

慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
に
、
泰
雲
寺
（
闢
雲
寺
、
山
口
県
山
口
市
）
に

一
七
五
世
と
し
て
輪
住
し
た
際
の
嗣
法
師
と
し
て
『
泰
雲
寺
輪
住
牒
』
に

記
載
さ
れ
て
い
る
、
樹
嶽
省
忠
（
？
〜
一
六
五
七
／
一
六
五
八
、
泰
雲
寺

一
五
〇
・
一
五
三
世
、
永
福
寺
〈
山
口
県
山
口
市
〉
五
世
、
万
福
寺
〈
山
口

県
山
陽
小
野
田
市
〉
開
山
）、
あ
る
い
は
普
秀
宗
天
（
？
〜
一
六
五
五
、
亨

徳
寺
〈
山
口
県
萩
市
〉
四
世
）
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
暫
定
的
に
判
断

し
た
。

（
３
） 

永
光
寺
所
蔵
史
料
に
つ
い
て
は
、『
永
光
寺
史
料
調
査
報
告
書
』（
羽
咋

市
教
育
委
員
会
、二
〇
〇
〇
年
三
月
）、『
曹
洞
宗
文
化
財
調
査
目
録
解
題
集
』

七　

 

北
信
越
管
区
編
（
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
参
照
。
本

稿
で
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
所
蔵
状
況
に
つ
い
て
は
後
者
を
参
照
し
た
。

（
４
） 

『
加
能
史
料
』
室
町
一
（
石
川
県
、
一
九
九
九
年
三
月
）
で
は
、「
高
鼻

庄
」
は
「
高
畠
庄
」
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
（
四
二
頁
）。『
日
本

歴
史
地
名
大
系
』「
高
畠
庄
」
項
に
は
、「
現
金
森
・
高
畠
一
帯
に
比
定
さ
れ
」、

「
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
）
四
月
に
は
羽
咋
郡
一
宮
（
現
羽
咋
市
）
の
住
人

尾
長
秀
吉
が
、
鹿
島
郡
酒
井
保
の
永
光
寺
（
現
同
上
）
に
「
た
か
ば
た
け
」

に
所
在
し
た
地
子
三
〇
〇
文
の
畑
地
一
ヵ
所
を
売
却
し
て
い
る
（
永
光
寺

文
書
）」
と
あ
る
。
な
お
、
享
徳
二
年
の
文
書
の
「
た
か
ば
た
け
」
は
、『
加

能
史
料
』
室
町
三
（
石
川
県
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
で
は
「
た
や
は
た
け
」

（
三
七
四
頁
）
と
す
る
な
ど
、
諸
説
あ
る
。

（
５
） 

「
蔵
見
保
」
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
ま
ず
「
保ほう
」
と
は
、「
平
安
時
代

後
期
に
現
わ
れ
中
世
を
通
じ
て
存
在
し
た
所
領
単
位
。
荘
・
郷
・
保
・
名

（
別
名
（
べ
つ
み
ょ
う
））
と
並
称
さ
れ
た
」（『
国
史
大
辞
典
』）
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
石
川
県
珠
洲
市
に
所
在
し
た
「
蔵
見
村
」
と

推
定
で
き
、『
加
能
史
料
』
室
町
三
に
お
い
て
も
「
珠
々
郡
」
と
比
定
し
て

い
る
（
一
八
八
頁
）。『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』「
蔵
見
村
」
項
に
よ
れ
ば
、「
現

珠
洲
市
三
崎
町
小
泊
・
同
町
伏
見
・
同
町
細
屋
を
含
む
一
帯
に
比
定
さ
れ
」、

「
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
三
月
一
四
日
に
は
せ
ん
し
ん
（
長
氏
一
族
か
）

が
総
持
寺
末
の
長
徳
寺
（
所
在
地
不
明
）
に
「
く
ら
み
の
う
ち
」
の
藤
内

次
郎
名
お
よ
び
藤
内
四
郎
名
に
所
在
し
た
田
地
一
町
を
寄
進
し
て
い
る（
総

持
寺
文
書
）」
と
あ
る
。
な
お
、
こ
の
總
持
寺
文
書
は
『
加
能
史
料
』
南
北

朝
二
（
石
川
県
、
一
九
九
五
年
三
月
）
三
四
八
〜
三
四
九
頁
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

（
６
） 

十
二
巻
本
の
写
本
間
に
お
け
る
本
文
の
差
異
に
関
す
る
問
題
は
、
拙
稿

「
玄
透
即
中
開
版
『
永
平
高
祖
普
勧
坐
禅
儀
』
に
つ
い
て
」（『
禅
学
研
究
』

第
九
十
七
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
、
三
三
〜
三
四
頁
）
に
て
若
干
言
及
し

た
。
な
お
、
こ
の
論
文
の
補
足
事
項
と
し
て
、『
普
勧
坐
禅
儀
』
を
読
誦
す

る
こ
と
を
初
め
て
定
め
た
面
山
瑞
方
（
一
六
八
三
〜
一
七
六
九
）
自
身
が
、

『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
折
本
を
刊
行
し
、
そ
れ
が
流
布
し
て
い
た
記
録
が
あ
る

こ
と
を
、
中
野
可
必
氏
よ
り
御
教
示
頂
い
た
。
ま
ず
、
小
川
多
左
衛
門
の

出
版
広
告
「
面
山
和
尚
刊
行
流
布
目
録
」
に
、「
永
平
開
山
普
勧
坐
禅
儀
〈
附

経
行
軌
折
本
〉」（『
近
世
出
版
広
告
集
成
』
一
、
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
八
三

一
六
四

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



年
三
月
、
二
五
九
頁
）
と
見
え
る
。
次
に
、『
傘
松
日
記
』
の
享
保
十
九
年

（
一
七
三
四
）
九
月
二
十
八
日
条
に
は
、「
帰
閣
与
坐
禅
儀
印
本
於
穏
調
塔

主
」（『
続
曹
洞
宗
全
書
』
法
語
・
四
五
八
頁
）
と
あ
り
、
ま
た
龍
定
玉
潭

（
？
〜
一
七
七
二
）
が
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
七
月
に
撰
述
し
た
「『
普

勧
坐
禅
儀
聞
解
序
」
に
は
、「
頃
年
、
若
之
永
福
老
和
尚
、
専
張
皇
之
、
而

激
厲
参
学
、
且
為
摺
本
以
別
行
」（『
大
成
』
十
七
・
六
一
八
〜
六
一
九
頁
）

と
い
う
記
載
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
状
況
証
拠
か
ら
、
面
山
自
身
も

『
普
勧
坐
禅
儀
』
の
読
誦
を
行
う
た
め
の
折
本
を
作
成
・
刊
行
し
て
い
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
近
代
へ
の
影
響
と
い
う
点
に
関
し
て

は
、玄
透
開
版
本
の
書
名
が
『
明
治
校
訂
洞
上
行
持
軌
範
』（
曹
洞
宗
務
局
、

一
八
八
九
年
八
月
）
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
玄
透
開
版

本
の
方
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

（
７
） 

裏
見
返
し
の
黒
印
は
『
大
成
』
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
二
〇
一
九

年
七
月
九
日
に
永
光
寺
へ
拝
登
し
、
撮
影
さ
せ
て
頂
い
た
写
真
に
よ
り
確

認
し
た
。

（
８
） 

梵
清
の
伝
記
及
び
書
写
史
料
等
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
太
容
梵
清
に
関

す
る
研
究
の
現
況
と
課
題
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』第
六
十
六
巻
第
一
号
、

二
〇
一
七
年
十
二
月
）、「
太
容
梵
清
に
関
す
る
諸
史
料
に
つ
い
て
」（『
曹

洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
十
九
回
、
二
〇
一
八
年
八

月
）、「
太
容
梵
清
関
係
史
料
―
總
持
寺
門
徒
連
署
契
状
・
当
山
一
派
記
・

梵
清
請
益
録
・
玉
宝
山
龍
穏
寺
略
記
―
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
十
一
号
、

二
〇
一
八
年
三
月
）
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、「
太
容
梵
清
関

係
史
料
」
に
お
い
て
、『
宏
智
小
参
録
』
を
「
心
月
曇
照
」
の
筆
と
し
、
書

写
年
を「
明
和
七
年（
一
七
七
〇
）三
〜
五
月
頃
」と
し
た
が（
九
三
頁
）、「
宏

智
小
参
録
記
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
亀
山
の
士
家
が
所
蔵
し
て
い
た
真
筆

本
を
購
入
し
て
表
装
し
、
玉
雲
寺
に
納
め
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
本
文
は

梵
清
の
筆
で
あ
る
。
ま
た
、『
龍
穏
寺
略
記
』
の
「
書
写
者
：
龍
穏
寺
十
二

世
大
達
品0

道
」（
九
二
頁
）
は
「
書
写
者
：
龍
穏
寺
十
二
世
大
達
皛0

道
」
の

誤
り
で
あ
る
。以
上
二
点
に
つ
い
て
、本
稿
に
お
い
て
前
稿
を
訂
正
し
た
い
。

（
９
） 

梵
清
真
筆
本
の
特
徴
と
し
て
、
徳
雲
寺
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
巻
名
の
上

に
見
え
る
「【
」
の
よ
う
な
記
号
が
あ
る
（『
大
成
』
四
・
一
八
頁
）。
こ
れ
は
、

同
じ
く
梵
清
真
筆
の
「
總
持
寺
文
書
写
」
や
『
梵
清
請
益
録
』
に
も
見
え

る
記
号
で
、
新
た
な
内
容
の
文
章
が
始
ま
る
位
置
に
記
さ
れ
て
い
る
。
因

み
に
、こ
れ
に
似
た
記
号
が
『
禅
林
雅
頌
集
』
に
も
確
認
さ
れ
る
た
め
（『
禅

林
雅
頌
集
』、
愛
知
学
院
大
学
附
属
図
書
館
、
一
九
九
九
年
三
月
、
一
五
三

頁
、
一
六
二
頁
）、
梵
清
の
書
写
し
た
史
料
、
あ
る
い
は
そ
の
写
し
が
含
ま

れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
10
） 

他
の
宗
典
の
内
、
梵
清
と
瑩
山
禅
師
『
伝
光
録
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

横
山
龍
顯
「「
伝
光
録
』
古
写
本
再
考
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学

術
大
会
紀
要
』
第
十
九
回
）・「
中
世
曹
洞
宗
に
お
け
る
思
想
的
展
開
―
『
伝

光
録
』
か
ら
『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』
へ
―
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

第
六
十
七
巻
第
一
号
、二
〇
一
八
年
十
二
月
）
及
び
「
太
容
梵
清
関
係
史
料
」

脚
注
参
照
。

（
11
） 
卍
山
本
・
晃
全
本
に
お
け
る
八
十
三
巻
本
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、

一
六
五

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



拙
稿
「
晃
全
本
「
正
法
眼
蔵
』
の
本
文
編
輯
に
つ
い
て
」（『
曹
洞
宗
総
合

研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
十
六
回
、
二
〇
一
五
年
十
月
）、「『
正

法
眼
蔵
重
写
記
』
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
敎
学
研
究
』
第
六
十
四
巻
第

一
号
、
二
〇
一
五
年
十
二
月
）、「
晃
全
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
成
立
過
程
に

つ
い
て
（
上
）
―
編
輯
段
階
試
論
―
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第

四
十
七
号
、
二
〇
一
六
年
十
月
）
参
照
。
ま
た
、
本
山
版
や
祖
道
穏
達

（
一
七
四
九
〜
一
八
一
三
）
と
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
八
十
三
巻
本
に

つ
い
て
は
、拙
稿
「
本
山
版
『
正
法
眼
蔵
』
関
係
史
料
紹
介
―
無
名
本
『
正

法
眼
蔵
』
に
つ
い
て
―
」（『
駒
澤
大
学
禅
文
化
歴
史
博
物
館
紀
要
』
創
刊
号
、

二
〇
一
六
年
七
月
）
に
お
い
て
、
本
書
が
駒
澤
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
は
再
考
が
必
要
で
あ
り
、
む
し
ろ
疑

わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
。

（
12
） 

『
大
成
』
続
輯
五
所
収
の
丹
嶺
本
は
本
文
の
み
で
あ
る
が
、そ
の
例
言
に
、

丹
嶺
直
筆
の
『
正
法
眼
蔵
略
頌
』
を
河
村
氏
が
所
有
し
て
い
る
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
（
四
頁
）。『
正
法
眼
蔵
略
頌
』
は
、『
大
成
』
二
十
所
収
の

『
品
目
頌
』
と
対
校
さ
れ
て
い
る
の
で
、そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

河
村
氏
は
さ
ら
に
、

或
い
は
散
佚
の
「
綱
目
冊
」
に
該
当
す
る
も
の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

所
謂
梵
清
本
の
綱
目
・
挙
古
と
相
異
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
原
本
で
あ

る
梵
清
真
跡
本
の
別
冊
と
し
て
あ
っ
た
も
の
の
謄
写
本
と
も
考
え
ら
れ

る
。
但
し
書
写
年
時
、
料
紙
、
装
幀
、
表
紙
等
す
べ
て
永
平
寺
所
蔵
の

丹
嶺
本
と
同
一
で
あ
る
（『
大
成
』
続
輯
五
・
例
言
五
四
頁
）

 

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
や
は
り
、
丹
嶺
本
に
付
さ
れ
た
『
綱
目
』
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
13
） 

希
曇
宗
璵
の
玉
雲
寺
世
代
は
、
先
に
引
用
し
た
『
大
成
』
四
の
例
言
で

は
三
世
と
な
っ
て
い
る
が
、『
曹
洞
宗
京
都
府
寺
院
総
覧
』（
京
都
曹
洞
宗

青
年
会
、一
九
九
七
年
一
月
）
の
玉
雲
寺
の
項
目
で
は
中
興
と
し
（
二
一
四

頁
）、
宝
永
三
年
〜
享
保
五
年
（
一
七
〇
六
〜
一
七
二
〇
）
の
間
に
成
立
し

た
『
龍
穏
寺
略
記
』
で
は
世
代
か
ら
除
か
れ
、
ま
た
徳
雲
寺
伝
の
成
立
過

程
の
問
題
か
ら
こ
の
説
に
反
論
し
て
い
る（
本
稿
引
用
竹
貫
氏
論
文
参
照
）。

希
曇
が
実
際
に
玉
雲
寺
に
住
持
し
た
正
確
な
期
間
や
、
そ
も
そ
も
住
持
し

た
の
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
暫
定
的
に
現
在

の
世
代
表
記
で
あ
る
、
中
興
と
す
る
説
を
採
用
し
て
お
き
た
い
。

（
14
） 

以
下
、
玉
雲
寺
の
寺
伝
及
び
京
都
府
内
の
寺
院
の
世
代
は
『
曹
洞
宗
京

都
府
寺
院
総
覧
』
に
、
法
泉
寺
世
代
は
『
曹
洞
宗
文
化
財
調
査
目
録
解
題

集
』
四　

中
国
管
区
・
四
国
管
区
編
（
曹
洞
宗
宗
務
庁
、一
九
九
七
年
二
月
、

二
九
頁
）
に
依
る
。

（
15
） 

前
掲
拙
稿
「
太
容
梵
清
関
係
史
料
」
九
五
頁
下
段
十
四
行
目
以
降
参
照
。

（
16
） 

万
光
道
輝
（
？
〜
一
七
五
七
）
書
写
『
弁
道
話
』
の
識
語
に
、
延
宝
六

年
（
一
六
七
八
）
に
、
洞
雲
祖
碓
（
？
〜
一
七
三
一
）
が
、
大
乗
寺
に
所

蔵
さ
れ
る
、
徳
雲
寺
本
『
弁
道
話
』
の
写
し
を
書
写
し
た
旨
の
識
語
が
あ

る
（『
大
成
』
続
輯
二
・
九
一
八
頁
、
九
四
〇
頁
）。
な
お
、
延
宝
六
年
時
点

の
大
乗
寺
住
持
は
月
舟
で
あ
る
（『
道
元
思
想
の
あ
ゆ
み
』
三　

江
戸
時
代
、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
七
月
、
三
七
三
頁
）。

一
六
六

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）



（
17
） 
卍
山
「
天
童
遺
落
録
序
」、「
丹
州
徳
雲
室
中
所
秘
、梵
清
和
尚
真
筆
」（『
大

正
蔵
』
四
十
八
・
一
三
三
頁
下
段
）。

（
18
） 

『
万
灯
山
長
円
寺
文
化
財
総
合
調
査
報
告
書
』
解
説
編
（
西
尾
市
教
育
委

員
会
事
務
局
文
化
振
興
課
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
一
三
八
頁
。

（
19
） 

大
寧
寺
本
は
梵
清
の
識
語
を
全
て
省
略
し
て
い
る
が
、
円
応
寺
本
に
は

存
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
大
寧
寺
本
が
長
円
寺
本
の
写
し
で
あ
る
可

能
性
は
高
く
、
か
つ
大
寧
寺
本
と
円
応
寺
本
の
書
写
原
本
は
別
で
あ
る
と

推
定
さ
れ
る
。

（
20
） 

「
曹
洞
宗
文
化
財
調
査
目
録
及
び
解
題
」
三
四
七
（『
曹
洞
宗
報
』
第

一
〇
〇
二
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
）
一
四
二
頁
、
典
籍
十
三
。

（
21
） 

野
扖
孝
順
「
祖
山
本
永
平
禅
師
録
解
説
」（
私
家
版
、一
九
五
二
年
七
月
、

『
祖
山
本
永
平
禅
師
録
』、大
本
山
永
平
寺
、一
九
八
五
年
四
月
再
録
）
六
頁
。

（
22
） 

曹
洞
宗
に
お
い
て
は
、
野
扖
氏
前
注
論
文
（
五
頁
）
が
初
出
で
、
鏡
島

元
隆
『
原
文
対
照
現
代
語
訳
道
元
禅
師
全
集
』
十
三
「
解
題
」（
春
秋
社
、

二
〇
〇
〇
年
六
月
、
二
四
五
頁
）
等
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
野

扖
氏
の
翻
刻
で
は
、
本
稿
で
の
翻
刻
に
お
け
る
太
字
部
分
が
抜
け
て
い
る

の
で
注
意
を
要
す
る
。
こ
れ
は
、
野
扖
氏
が
参
照
し
た
、
玉
村
竹
二
『
禅

の
典
籍
』（
雄
山
閣
、
一
九
四
一
年
十
月
、
一
〇
〇
頁
）
に
お
い
て
も
脱
落

し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
参
照
し
た
両
足
院
本
で

は
、
太
字
部
分
は
ち
ょ
う
ど
一
行
分
に
相
当
し
、
か
つ
脱
文
と
そ
の
前
の

分
の
最
後
が
「
ナ
オ
」
で
終
わ
っ
て
い
る
た
め
、
抜
け
て
い
て
も
文
意
が

通
じ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
気
が
付
か
な
か
っ
た
か
、
玉
村
氏
の
参
照
し
た

『
雲
桃
抄
』
の
写
本
で
は
こ
の
一
文
が
抜
け
て
い
た
か
の
い
ず
れ
か
が
理
由

と
考
え
ら
れ
る
。

（
23
） 

「
永
澤
寺
校
割
牒
」（
駒
大
図
書
館
請
求
記
号
：H

115/400

）
に
記
載
さ

れ
て
い
る
。な
お
、記
載
と
署
名
の
間
に
は
他
の
史
料
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

直
後
に
署
名
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
注
意
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉  

道
元
禅
師
、『
正
法
眼
蔵
』、永
光
寺
、玉
雲
寺
、徳
雲
寺
、

太
容
梵
清
、
十
二
巻
本
、
梵
清
本

一
六
七

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題
（
二
）（
秋
津
）


